
元
和
・
寛
永
前
期
の
三
戸
城

─ 

南
部
利
直
の
移
徙
と
普
請
・
作
事 

─

熊

　谷

　隆

　次

　
　
は
じ
め
に

盛
岡
藩
で
は
、元
和
・
寛
永
前
期
（
一
七
世
紀
前
半
）、藩
主
南
部
利
直
（
在
位
：

慶
長
四
年
〈
一
五
九
九
〉
～
寛
永
九
年
〈
一
六
三
二
〉）
の
時
期
に
、
居
城
を
盛

岡
城
（
現
岩
手
県
盛
岡
市
）
か
ら
三
戸
城
（
現
青
森
県
三
戸
町
）
に
移
し
た
。
本

稿
は
、
こ
の
三
戸
城
へ
の
移
転
の
時
期
と
、
移
転
に
と
も
な
う
普
請
・
作
事
に
つ

い
て
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
戸
城
へ
の
移
転
の
理
由
に
つ
い
て
、近
世
の
歴
史
書
・
系
譜
類
は
皆
一
様
に
、

盛
岡
城
の
周
囲
を
流
れ
る
中
津
川
の
大
洪
水
・
氾
濫
の
た
め
と
記
し
て
お
り
、
信

頼
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
移
転
の
年
代
に
つ
い
て
は
、「
元
和
五
年
」

「
元
和
年
中
」「
寛
永
の
始
頃
」「
寛
永
之
頃
」
と
一
致
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
移
転

前
後
の
施
工
過
程
を
全
く
記
し
て
い
な
い
。

⑴
研
究
史
的
に
も
ほ
と
ん
ど
未
着
手

で
あ
る
。

⑵

近
世
の
歴
史
書
・
系
譜
類
で
は
な
く
、
同
時
代
史
料
に
も
と
づ
く
分
析
が
必
要

で
あ
る
が
、
当
該
期
の
政
治
史
を
明
ら
か
に
し
う
る
無
年
号
の
南
部
利
直
書
状
の

年
代
比
定
は
、
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
。
本
稿
は
、
利
直
の
居
所
（〔
図
１
〕）

⑶

を
も
と
に
、
利
直
書
状
の
年
代
比
定
を
行
な
い
な
が
ら
、
以
下
、
三
戸
城
の
普
請
、

移
転
年
代
、
作
事
の
順
で
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　
　
一
　
元
和
期
の
普
請

　
　
　
１
　
普
請
の
開
始

次
の
〔
史
料
１
〕
は
、
南
部
利
直
が
、
江
戸
幕
府
将
軍
徳
川
秀
忠
に
供
奉
し
て

上
洛
し
て
い
た
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
七
月
、
国
元
の
家
臣
に
対
し
て
発
し
た

も
の
で
あ
る
。

〔
史
料
１
〕
元
和
三
年
七
月
七
日

　
南
部
利
直
黒
印
状
写

⑷

　
　
　
　
　
　
覚

田（
鎖
）勝

右
衛
門	

大
坂
小
四
郎	

鳴
海
弥
九
郎	

玉
山
右
近

小
原
久
七	

茂
上
九
郎
次
郎	

椛
沢
孫
四
郎	

髙
橋
庄
助

天
満
館
源
五
郎	

田
名
部
与
五
郎

　	

田（
鎖
）久

次
郎	

八
幡
甚
次
郎

山
内
彦
七	

山
根
勘
解
由	

金
田
一
弥
七
郎	

松
尾
助
十
郎

田
子
小
十
郎	

苫
米
地
孫
左
衛
門	

長
谷
川
与
三
郎	

日
沼
主
水

佐
々
木
喜
蔵	

大
向
弥
九
郎	

田
頭
作
助	

山
口
与
右
衛
門

三
上
彦
五
郎	

下
田
助
五
郎	

泉
山
惣
右
衛
門	

松
尾
小
三
郎

八
木
沢
久
三
郎	

川
又
長
次
郎

　
　
右
三
拾
人
、
今
日
よ
り
預
候
、
普

（
南
部
利
直
黒
印
欠
ヵ
）

請
萬
無
油
断
可
申
付
候
也
、

　
　
　
　
　
元
和
三
年
七
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
野
新（

正
祖
）六

〔
史
料
２
〕
元
和
四
年
十
二
月
三
日

　
南
部
利
直
知
行
宛
行
状
写

⑸

　
　
　
　
以
上
、

一

元
和
・
寛
永
前
期
の
三
戸
城

　─ 

南
部
利
直
の
移
徙
と
普
請
・
作
事 

─



を
務
め
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
系
胤
譜
考
』
な
ど
を
も
と
に
編
纂
さ

れ
た
『
参
考
諸
家
系
図
』
は
、「
元
和
元
年
」
と
年
代
を
明
記
し
て
い
る
。「
元
和

元
年
」
と
し
た
の
は
、
三
戸
城
の
「
御
鍬
初
ヲ
勤
」
め
た
「（

元
和
元
年
）

此
年
」、
政
辰
が
「
不

慮
ノ
事
ア
リ
」「
自
殺
」
し
た
こ
と
、
政
辰
の
嫡
子
政
候
が
「
元
和
元
年
、
父
夭
死
」

し
て
「
失
禄
」
し
た
時
、「
十
三
歳
」
で
あ
っ
た
と
い
う
蛇
沼
家
の
伝
承
が
根
拠

と
な
っ
て
い
る
。
三
戸
城
普
請
の
「
鍬
初
」
は
、
元
和
元
年
に
推
定
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
石
垣
普
請

本
節
で
は
、
三
戸
城
の
「
普
請
」
の
具
体
的
内
容
と
過
程
に
つ
い
て
明
ら
か
に

し
た
い
。

〔
史
料
３
〕「
神
氏
系
譜
」

⑺

（
前
略
）
伝
日
、
平（

神

）

右
衛
門
房
元
、
御
足
軽
預
り
、
三
戸
御
城
御
普
請
奉
行
相

勤
候
由
申
伝
也
、
近
年
迄
、
石
垣
之
内
ニ
切
付
有
之
シ
ヲ
、
右
石
垣
、
土
中
へ

埋
り
、
近
年
見
ヘ
ス
ト
、
三
戸
御
給
人
之
老
人
ノ
噺
セ
シ
ヨ
シ
、（
後
略
）

時
期
は
未
詳
で
あ
る
が
、
神
房
元
は
三
戸
城
の
「
普
請
奉
行
」
の
一
人
で
あ
っ

た
。「
石
垣
之
内
ニ
切
付
有
之
シ
」
と
あ
る
た
め
、「
普
請
」
と
は
石
垣
の
築
造
の

こ
と
で
、
石
垣
に
は
自
分
が
製
造
・
運
搬
し
た
こ
と
を
示
す
「
切
付
」（
刻
印
）

が
刻
ま
れ
て
い
た
。

〔
史
料
４
〕（
年
未
詳
）
八
月
二
十
日

　
南
部
利
直
書
状

⑻

石
垣
矢
蔵
之
内
面
、
い
つ
比
仕
舞
候
哉
、
終

ニ
左
様
之
注
進
も
な
く
候
や
、

三（
毛
馬
内
直
次
）

左
衛
門
ぬ
か
り
候
、
京
間
五
間
四
方

ニ
而
も
、
左
様
之
な
ら
し

ニ
而
や
、

西
之
す（

角

）ミ
よ
り
北
へ
さ（

柵

）く
の
方
へ
、
我
等
な（

縄

）わ
を
は（

張
）り

、
四
尺
あ
ま
り
土
手

よ
り
た（

高

）か
く
可
有
候
、
何
ほ（

程

）と
ニ

候
や
、
此
た（

高

）か
さ
を
も
、
又
矢
蔵
之
台
之

内
め（

面

）ん
の
す（

角

）ミ
の
た（

高

）か
さ
を
も
、
け
ん
つ
ゑ

ニ
而
打
候
而
、
高
さ
・
す（

角

）ミ
石

之
数
可
申
越
候
、
さ（

柵

）く
の
方
へ
つ（

築
）き

留
、
餘

ニ
つ（

築
）き

か
け
候
者
、
北
へ
今
度

つ（
築
）き

候
時
、
石
か（

垣

）き
可
崩
候
間
、
少
さ（

柵

）く
の
方
を
が（

雁

木

）

ん
き
に
の（

乗
）ら

せ
候
而
つ（

築
）

き
留
へ
く
候
、
石
垣
出
来
候
者
、
北
ノ
土
手
之
方
、
く（

栗

）り
石
よ
り
壱
間
程

あ（

厚

）つ
く
い
か
に
も
の（

乗
）ら

せ
、
う（

裏

）ら
を
土
手

ニ
た（

叩

）ゝき
付
、
が（

雁

木

）

ん
き
な
し

ニ
人

の
あ（

上

）か
り
候
様

ニ
可
仕
候
、（
中
略
）

一
、
矢
蔵
之
内
面
、
根
石
之
き（

際

）わ
、
水
の
た（

溜

）ま
り
候
様

ニ
、
す（

少

）こ
し
た（

高

）か
く
土

を
可
置
候
、
根
石
之
き（

際

）わ
に
水
た（

溜

）ま
り
候
へ
ハ
、
根
石
之
下
や（

柔

）

ハ
ら
か
に
成

候
而
、
お（

押

込

）

し
こ
ミ
候
、
大
事
ノ
事

ニ
候
、

一
、
此
方
に
知
行
之
有
者
共
、
爰
元
之
普
請
さ
せ
候
間
、
い（

急

）そ
き
参
候
へ
と
、

昨
日
彦（

南
部
利
康
）

八
郎
申
越
候
つ
る
、
か（

勝

手

）

つ
て
よ（

良
）

く
候
間
、
急
参
候
へ
と
可
申
候
、

お（

遅

）そ
く
候
而
ハ
、
さ（

散

々

）

ん
〳
〵
事

ニ
候
、
其
元

ニ
残
る
人
数
、
何
ほ（

程

）と
候
や
、

百
人
組
へ
り
て
か（

書
）き

立
、
惣
つ（

都

合

）

か
う
人
数
、
い（

急

）そ
き
可
申
越
候
、
石
か（

垣

）き
出

来
候
者
、
土
手
の
た（

叩

）ゝき
付
出
来
候
者
、
其
後
ハ
仕
事
有
ま
し
く
候
間
、
先

度
掃（

野
田
直
親
）

部
助
な
と

ニ
申
置
候
雨

ニ
て
貫
候
土
手
共
な（

直

）を
さ
せ
へ
く
候
、（
中
略
）

　
　
　
　
　
八
月
廿
日

　
利（

南
部
）直

（
黒
印
）
辰
ノ

刻

	

毛
馬
内
三（

直

次

）

左
衛
門

　
　
　

（
後
略
）

〔
史
料
５
〕
元
和
六
年
正
月
十
一
日

　
南
部
利
康
書
状

⑼

　
　
　
御
船
頭
・
同
御
舟
子
御
切
米
之
事

一
、六
石

　
八
兵
衛

　
一
、六
石

　
御
か（

水
主
）こ

七
郎
兵
衛

　
一
、六
石

　
源
右
衛
門

一
、六
石

　
作
助

　
一
、六
石

　
与
三
郎

　
一
、六
石

　
甚
四
郎

　
一
、六
石

　
源

太
郎

　
一
、六
石

　
甚
七

　
一
、六
石

　
作
兵
衛

　
一
、六
石

　
久
六

　
一
、六
石

三

元
和
・
寛
永
前
期
の
三
戸
城

　─ 

南
部
利
直
の
移
徙
と
普
請
・
作
事 

─

　	
九
戸
晴
山
村
之
内

ニ
五
拾
石
、
両

（
元
和
三
・
四
年
）

年
三
戸
御
普
請
精
入
候

ニ
付
而
、
令
扶
助
候
、

全
知
行
可
仕
者
也
、

　
　
　
　
　
　
極

（
元
和
四
年
）

月
三
日

　
利（

南
部
）直

　
御
黒
印

	

田（
鎖
）庄（

吉

綱

）

右
衛
門

　
　
　

〔
史
料
１
〕
は
、
元
和
三
年
七
月
、
南
部
利
直
が
家
臣
の
中
野
正
祖
に
対
し
、「
普

請
」
の
た
め
三
〇
人
を
預
け
た
も
の
で
あ
る
。『
参
考
諸
家
系
図
』
は
右
の
史
料

を
、「
御
同
心
三
十
人
御
預
面
附
御
黒
印
」
と
記
し
て
い
る
。

⑹

〔
史
料
２
〕
は
、
翌
四
年
十
二
月
、
在
国
中
の
利
直
が
発
給
し
た
も
の
で
、〔
史

料
１
〕
と
関
連
す
る
。
家
臣
田
鎖
吉
綱
（
庄
右
衛
門
）
に
対
し
、「（

元
和
三
・
四
年
）

両
年
」
の
「
三

戸
御
普
請
」
の
勉
励
を
褒
賞
し
て
知
行
五
〇
石
を
給
与
し
て
い
る
が
、
こ
の
吉
綱

は
〔
史
料
１
〕
冒
頭
の
「
田

（
鎖
）勝

右
衛
門
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
。
〔
史
料
１
〕

の
「
普
請
」
と
は
「
三
戸
御
普
請
」
の
こ
と
で
、
中
野
氏
は
田
鎖
氏
ら
三
〇
人
を

配
下
（「
同
心
」）
に
置
き
、
元
和
三
・
四
年
の
二
年
間
、
普
請
を
行
な
っ
て
い
た

こ
と
が
判
明
す
る
。

こ
の
「
三
戸
御
普
請
」
に
つ
い
て
、〔
史
料
１
〕〔
史
料
２
〕
か
ら
は
そ
の
詳
細

を
知
り
得
な
い
が
、『
系
胤
譜
考
』
は
、
円
子
儀
親
・
岩
館
景
吉
が
「
三
戸
御
城

御
普
請
奉
行
」
に
任
命
さ
れ
た
と
記
す
。
ま
た
、
蛇
沼
政
辰
に
つ
い
て
、「
元
和

ノ
始
、
利（

南
部
）直

公
御
代
、
三
戸
御
城
御
再
築
、
御
鍬
初
相
勤
、
直
々
御
普
請
奉
行
被

仰
付
」
と
記
す
。
こ
の
『
系
胤
譜
考
』
の
記
述
と
中
野
・
田
鎖
両
氏
の
事
例
を
合

せ
考
え
れ
ば
、「
普
請
奉
行
」
は
同
時
期
に
複
数
名
任
命
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
三
〇

人
を
単
位
と
す
る
集
団
を
配
下
（「
同
心
」）
に
置
い
て
、三
戸
城
の
普
請
に
あ
た
っ

て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

な
お
、
普
請
の
始
期
に
つ
い
て
、
蛇
沼
政
辰
が
「
元
和
ノ
始
」
に
「
御
鍬
初
」

閏

二



を
務
め
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
系
胤
譜
考
』
な
ど
を
も
と
に
編
纂
さ

れ
た
『
参
考
諸
家
系
図
』
は
、「
元
和
元
年
」
と
年
代
を
明
記
し
て
い
る
。「
元
和

元
年
」
と
し
た
の
は
、
三
戸
城
の
「
御
鍬
初
ヲ
勤
」
め
た
「（

元
和
元
年
）

此
年
」、
政
辰
が
「
不

慮
ノ
事
ア
リ
」「
自
殺
」
し
た
こ
と
、
政
辰
の
嫡
子
政
候
が
「
元
和
元
年
、
父
夭
死
」

し
て
「
失
禄
」
し
た
時
、「
十
三
歳
」
で
あ
っ
た
と
い
う
蛇
沼
家
の
伝
承
が
根
拠

と
な
っ
て
い
る
。
三
戸
城
普
請
の
「
鍬
初
」
は
、
元
和
元
年
に
推
定
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
石
垣
普
請

本
節
で
は
、
三
戸
城
の
「
普
請
」
の
具
体
的
内
容
と
過
程
に
つ
い
て
明
ら
か
に

し
た
い
。

〔
史
料
３
〕「
神
氏
系
譜
」

⑺

（
前
略
）
伝
日
、
平（

神

）

右
衛
門
房
元
、
御
足
軽
預
り
、
三
戸
御
城
御
普
請
奉
行
相

勤
候
由
申
伝
也
、
近
年
迄
、
石
垣
之
内
ニ
切
付
有
之
シ
ヲ
、
右
石
垣
、
土
中
へ

埋
り
、
近
年
見
ヘ
ス
ト
、
三
戸
御
給
人
之
老
人
ノ
噺
セ
シ
ヨ
シ
、（
後
略
）

時
期
は
未
詳
で
あ
る
が
、
神
房
元
は
三
戸
城
の
「
普
請
奉
行
」
の
一
人
で
あ
っ

た
。「
石
垣
之
内
ニ
切
付
有
之
シ
」
と
あ
る
た
め
、「
普
請
」
と
は
石
垣
の
築
造
の

こ
と
で
、
石
垣
に
は
自
分
が
製
造
・
運
搬
し
た
こ
と
を
示
す
「
切
付
」（
刻
印
）

が
刻
ま
れ
て
い
た
。

〔
史
料
４
〕（
年
未
詳
）
八
月
二
十
日

　
南
部
利
直
書
状

⑻

石
垣
矢
蔵
之
内
面
、
い
つ
比
仕
舞
候
哉
、
終

ニ
左
様
之
注
進
も
な
く
候
や
、

三（
毛
馬
内
直
次
）

左
衛
門
ぬ
か
り
候
、
京
間
五
間
四
方

ニ
而
も
、
左
様
之
な
ら
し

ニ
而
や
、

西
之
す（

角

）ミ
よ
り
北
へ
さ（

柵

）く
の
方
へ
、
我
等
な（

縄

）わ
を
は（

張
）り

、
四
尺
あ
ま
り
土
手

よ
り
た（

高

）か
く
可
有
候
、
何
ほ（

程

）と
ニ

候
や
、
此
た（

高

）か
さ
を
も
、
又
矢
蔵
之
台
之

内
め（

面

）ん
の
す（

角

）ミ
の
た（

高

）か
さ
を
も
、
け
ん
つ
ゑ

ニ
而
打
候
而
、
高
さ
・
す（

角

）ミ
石

之
数
可
申
越
候
、
さ（

柵

）く
の
方
へ
つ（

築
）き

留
、
餘

ニ
つ（

築
）き

か
け
候
者
、
北
へ
今
度

つ（
築
）き

候
時
、
石
か（

垣

）き
可
崩
候
間
、
少
さ（

柵

）く
の
方
を
が（

雁

木

）

ん
き
に
の（

乗
）ら

せ
候
而
つ（

築
）

き
留
へ
く
候
、
石
垣
出
来
候
者
、
北
ノ
土
手
之
方
、
く（

栗

）り
石
よ
り
壱
間
程

あ（

厚

）つ
く
い
か
に
も
の（

乗
）ら

せ
、
う（

裏

）ら
を
土
手

ニ
た（

叩

）ゝき
付
、
が（

雁

木

）

ん
き
な
し

ニ
人

の
あ（

上

）か
り
候
様

ニ
可
仕
候
、（
中
略
）

一
、
矢
蔵
之
内
面
、
根
石
之
き（

際

）わ
、
水
の
た（

溜

）ま
り
候
様

ニ
、
す（

少

）こ
し
た（

高

）か
く
土

を
可
置
候
、
根
石
之
き（

際

）わ
に
水
た（

溜

）ま
り
候
へ
ハ
、
根
石
之
下
や（

柔

）

ハ
ら
か
に
成

候
而
、
お（

押

込

）

し
こ
ミ
候
、
大
事
ノ
事

ニ
候
、

一
、
此
方
に
知
行
之
有
者
共
、
爰
元
之
普
請
さ
せ
候
間
、
い（

急

）そ
き
参
候
へ
と
、

昨
日
彦（

南
部
利
康
）

八
郎
申
越
候
つ
る
、
か（

勝

手

）

つ
て
よ（

良
）

く
候
間
、
急
参
候
へ
と
可
申
候
、

お（

遅

）そ
く
候
而
ハ
、
さ（

散

々

）

ん
〳
〵
事

ニ
候
、
其
元

ニ
残
る
人
数
、
何
ほ（

程

）と
候
や
、

百
人
組
へ
り
て
か（

書
）き

立
、
惣
つ（

都

合

）

か
う
人
数
、
い（

急

）そ
き
可
申
越
候
、
石
か（

垣

）き
出

来
候
者
、
土
手
の
た（

叩

）ゝき
付
出
来
候
者
、
其
後
ハ
仕
事
有
ま
し
く
候
間
、
先

度
掃（

野
田
直
親
）

部
助
な
と

ニ
申
置
候
雨

ニ
て
貫
候
土
手
共
な（

直

）を
さ
せ
へ
く
候
、（
中
略
）

　
　
　
　
　
八
月
廿
日

　
利（

南
部
）直

（
黒
印
）
辰
ノ

刻

	

毛
馬
内
三（

直

次

）

左
衛
門

　
　
　

（
後
略
）

〔
史
料
５
〕
元
和
六
年
正
月
十
一
日

　
南
部
利
康
書
状

⑼

　
　
　
御
船
頭
・
同
御
舟
子
御
切
米
之
事

一
、六
石

　
八
兵
衛

　
一
、六
石

　
御
か（

水
主
）こ

七
郎
兵
衛

　
一
、六
石

　
源
右
衛
門

一
、六
石

　
作
助

　
一
、六
石

　
与
三
郎

　
一
、六
石

　
甚
四
郎

　
一
、六
石

　
源

太
郎

　
一
、六
石

　
甚
七

　
一
、六
石

　
作
兵
衛

　
一
、六
石

　
久
六

　
一
、六
石

三

元
和
・
寛
永
前
期
の
三
戸
城

　─ 

南
部
利
直
の
移
徙
と
普
請
・
作
事 

─



間
、
当
月
中

ニ
こ（

爰

元

）

ゝ
も
と
家
移
御
さ
せ
候
へ
く
候
、
我
々
も
お（

御

上

）

う
へ
出
来
候
て
、

今
夜
わ（

移

徙

）

た
ま
し

ニ
て
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
十（

元
和
六
年
）

二
月
廿
一
日

　
利（

南
部
）直

（
黒
印
）

「
■（

奥
ウ
ワ
書
）

　
　
八
戸

　
　
　
　
　
　
か（

清
心
尼
）ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
御
返
事

　
」

右
の
史
料
は
、「
来
月
ハ
壬（

閏
）

月
ニ

て
候
」
と
あ
る
た
め
、
年
代
は
元
和
六
年

（
一
六
二
〇
）
で
あ
る
。
元
和
六
年
十
二
月
、根
城
城
主
の
八
戸
家
（
南
部
氏
一
族
）

で
は
、
当
主
清
心
尼
の
嫡
女
千
代
と
聟
養
子
の
直
義
（
弥
六
郎
）
が
結
婚
し
、
直

義
が
八
戸
家
の
当
主
の
座
に
つ
き
、
清
心
尼
は
隠
居
し
た
。

⒁
〔
史
料
６
〕
は
そ

の
「
祝
言
」
に
関
す
る
も
の
で
、
こ
の
時
期
、
利
直
は
在
国
し
て
い
た
。

利
直
は
清
心
尼
に
対
し
、「
当
月
中
」
に
「
こ（

爰

元

）

ゝ
も
と
」
へ
「
家
」
を
移
す
こ
と

を
指
示
す
る
と
と
も
に
、
自
分
も
「
お（

御

上

）

う
へ
」
に
「
今
夜
わ（

移

徙

）

た
ま
し

ニ
て
候
」
と

伝
え
て
い
る
。
清
心
尼
が
利
直
の
も
と
へ
「
家
」
の
移
転
を
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
、
貴
人
の
居
所
を
意
味
す
る
「
お（

御

上

）

う
へ
」

⒂
が
「
出
来
候
」
の
文
意
と
を
合
せ

考
え
れ
ば
、「
お（

御

上

）

う
へ
」
と
は
、
居
城
に
建
造
さ
れ
た
利
直
の
居
所
と
判
断
で
き
る
。

な
お
、
居
城
は
、
移
転
を
意
味
す
る
「
わ（

移

徙

）

た
ま
し
」
の
文
言
か
ら
、
慶
長
期
以

来
の
居
城
で
あ
る
盛
岡
城
は
該
当
し
な
い
。
三
戸
城
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
、
居

所
の
移
徙
は
「
今
夜
」、
元
和
六
年
十
二
月
二
十
一
日
で
あ
っ
た
。
帰
国
し
た
年

に
合
せ
て
の
移
徙
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
三
戸
城
へ
の
移
徙
に
先
立
ち
、
重
臣
の
妻
子
を
三
戸
城
へ
居
住
さ
せ
る
こ

と
も
進
め
ら
れ
て
い
た
。

〔
史
料
７
〕
元
和
七
年
五
月
二
十
八
日

　
南
部
利
直
知
行
目
録
写

⒃

　
　
　
　
遣

ス
知
行
之
事

　
四
百
五
拾
九
石
壱
斗
八
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奥
瀬
城
廻
り

（
中
略
）

右
拾
弐
ヶ
村
、
〆
八
百
石
、
右
之
内
、
申

（
元
和
六
年
）ノ

年
検
地
出
分
之
新
田
四
百
石
ハ
、

去（
元
和
五
年
）

々
年
御
上
洛
御
供
留
守
中

ニ
、
当
城

ニ
足
よ（

弱

）わ
無
如
在
詰
、
尤
知
行
方
始

末
能
仕
、
過
分
ひ（

開

）ら
き
を
も
申
付
候
付
而
、
為
加
増
被
下
候
、（
中
略
）

元
和
七
年

　
　
五
月
廿
八
日

　
利（

南
部
）直

　
御
黒
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
奥
瀬
内（

直
定
）蔵

右
の
史
料
は
、
利
直
が
、「
去（

元
和
五
年
）

々
年
」
徳
川
秀
忠
の
上
洛
供
奉
の
た
め
国
元
を

留
守
に
し
て
い
る
間
、
奥
瀬
直
定
が
「
当
城
」
に
妻
子
を
詰
め
た
こ
と
を
褒
賞
し

た
も
の
で
あ
る
。
利
直
は
、元
和
六
年
十
二
月
に
三
戸
城
へ
移
徙
し
て
い
る
た
め
、

〔
史
料
７
〕
が
記
す
「
当
城
」
と
は
三
戸
城
の
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、「
当
城
」
に
「
詰
」
め
る
と
い
う
文
言
か
ら
、
奥
瀬
氏
妻
子
が
い
た
場

所
は
城
下
で
は
な
く
、三
戸
「
城
」
内
に
所
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
元
和
・

寛
永
前
期
の
三
戸
城
を
記
し
た
と
さ
れ
る
『
二（

三
）戸

郡
三
戸
御
古
城
御
縄
張
測
量
之

図
』（〔
図
２
〕）

⒄
に
は
、
三
戸
城
の
東
側
に
「
奥
瀬
与
七
郎
」

⒅
の
屋
敷
が
描

か
れ
て
い
る
。
搦
手
門
（
鍛
冶
屋
御
門
）
を
お
さ
え
る
重
要
な
場
所
で
あ
っ
た
。

五

元
和
・
寛
永
前
期
の
三
戸
城

　─ 

南
部
利
直
の
移
徙
と
普
請
・
作
事 

─

　
喜
右
衛
門

　
一
、六
石

　
久
助

　
一
、六
石

　
源
二
郎

　
一
、六
石

　
勝
吉

　

一
、六
石

　
新
助

一
、六
石

　
孫
三
郎

　
〆
拾
六
人

　
御
米
〆
九
拾
六
石
被
下
候
、
大
土（

槌
）御

蔵
米

渡
し
可
申
候
也
、

　
　
　
　
　
元
和
六
年
正
月
十
一
日

　
猿

（
南
部
利
康
）（

黒
印
）

	

浜
田
彦（

清

春

）

兵
衛
殿
留
守
居

　
　
　

ま
ず
、〔
史
料
４
〕
の
利
直
書
状
の
年
代
比
定
を
行
な
う
。
文
中
の
「
彦
八
郎
」

と
は
、
利
直
の
四
男
利
康
の
元
服
後
の
仮
名
で
あ
る
。
幼
名
は
「
申
千
代
」
と
さ

れ
、

⑽
〔
史
料
５
〕
の
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
一
月
（
十
四
歳
）
ま
で
幼
名
の

「
猿
」
を
自
称
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
元
服
と
「
彦
八
郎
」
へ
の
改
称

の
年
次
は
未
詳
で
あ
る
が
、〔
史
料
５
〕
以
降
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
た
め
、

上
限
は
元
和
六
年
と
な
る
。
下
限
は
、
利
康
の
没
年
で
あ
る
寛
永
八
年
（
日
付
は

十
一
月
二
十
一
日
）
で
あ
る
。

〔
史
料
４
〕
は
、
在
国
中
の
利
直
が
家
老
毛
馬
内
直
次
に
対
し
、「
矢
蔵
」
の
作

事
と
そ
の
土
台
と
な
る
「
石
垣
」
の
普
請
に
つ
い
て
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
毛
馬

内
氏
が
普
請
・
作
事
を
担
当
し
て
い
た
城
郭
は
未
詳
で
あ
る
が
、
利
直
は
自
ら
現

地
に
出
向
い
て
縄
張
（「
な（

縄

）わ
を
は（

張
）り

」）
を
行
な
い
、「
石
垣
」
築
造
に
関
わ
る

「
根
石
」「
土
手
」「
く（

栗

）り
石
」「
す（

角

）ミ
石
」「
が（

雁

木

）

ん
き
」
に
つ
い
て
詳
細
な
指
示
を

出
し
て
い
た
。
利
直
が
、
石
垣
普
請
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
昨
日
、
彦（

南
部
利
康
）

八
郎
申
越
候
つ
る
」
と
あ
る
通
り
、〔
史
料
４
〕
前
日
の
八
月
十
九

日
、
利
直
の
も
と
に
は
利
康
か
ら
、「
此
方
に
知
行
之
有
者
共
、
爰
元
之
普
請
さ

せ
候
間
、い（

急

）そ
き
参
候
へ
」
と
い
う
要
請
が
届
い
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、元
和
・

寛
永
前
期
の
利
康
の
居
所
は
三
戸
城
で
あ
る
た
め
、「
此
方
」
と
は
三
戸
、「
爰

元
」
と
は
三
戸
城
と
考
え
ら
れ
る
。
利
直
は
、
こ
れ
を
受
け
て
毛
馬
内
氏
に
対
し
、

「
石
垣
」
普
請
の
た
め
派
遣
し
て
い
た
三
戸
の
給
人
（「
此
方
に
知
行
之
有
者
」）

と
「
百
人
組
」
ら
を
、
利
康
の
も
と
へ
返
す
よ
う
命
じ
て
い
る
。

な
お
、「
百
人
組
」
と
は
、
石
垣
築
造
の
た
め
に
編
成
さ
れ
た
一
〇
〇
人
単
位

の
集
団
と
考
え
ら
れ
る
。

⑾
利
直
は
、
年
未
詳
八
月
七
日
付
書
状

⑿
で
四
戸
久（

直
武
）助

ら
に
対
し
、
城
郭
は
未
詳
で
あ
る
が
、「
鉄
炮
者
」
を
使
役
し
て
の
「
わ（

割

）り
石
」

の
運
搬
と
、「
し（

修

羅

）

ゆ
ら
」
の
製
造
を
命
じ
て
い
る
。「
し（

修

羅

）

ゆ
ら
」
で
「
わ（

割

）り
石
」
を

運
ぶ
「
鉄
炮
者
」（
鉄
炮
足
軽
）
が
、「
百
人
組
」
に
編
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
。

元
和
・
寛
永
前
期
、
盛
岡
藩
領
の
各
地
で
石
垣
普
請
が
行
な
わ
れ
、
こ
れ
に
給

人
や
「
百
人
組
」
ら
を
派
遣
し
合
う
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
い
た
。
毛
馬
内
氏

が
担
当
し
て
い
た
城
郭
は
未
詳
で
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
た
石
垣

の
築
造
技
術
と
普
請
集
団
が
、
三
戸
城
の
石
垣
普
請
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は

確
実
で
あ
る
。
石
垣
普
請
は
組
織
的
に
実
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
心
に
、
石
垣

普
請
に
精
通
す
る
南
部
利
直
が
い
た
。

　
　
二
　
元
和
六
年
の
三
戸
城
移
徙

　
　
　
１
　「
お
う
へ
」
へ
の
移
徙

〔
史
料
６
〕
元
和
六
年
十
二
月
二
十
一
日

　
南
部
利
直
書
状

⒀

御
文
并
中（

政
常
）館

殿
使
者

ニ
給
候
ゑ（

縁

辺

）

ん
へ
ん
之
事
、
ま（

満

足

）

ん
そ
く
之
由
尤

ニ
候
、
い
か

に
も
か（

軽

々

）

る
〳
〵
と
祝
言
尤

ニ
候
、
よ（

他
所
）所

か
ま
し
く
不
入
事

ニ
候
、
昨
日
御
越
候

ハ
ん
と
御
こ（

拵

）

し
ら
へ
候
由
に
て
、
た（

樽

）る
一
か（

荷
）、

か（

鰈

）

れ
い
十
、
も（

餅

）ち
、
い（

色

々

）

ろ
〳
〵

ま（

満

足

）

ん
そ
く
申
候
、
祝
言
済
候
て
、
早
々
御
越
候
へ
く
候
、
来
月
ハ
壬（

閏
）月

ニ
て
候

四



間
、
当
月
中

ニ
こ（

爰

元

）

ゝ
も
と
家
移
御
さ
せ
候
へ
く
候
、
我
々
も
お（

御

上

）

う
へ
出
来
候
て
、

今
夜
わ（

移

徙

）

た
ま
し

ニ
て
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
十（

元
和
六
年
）

二
月
廿
一
日

　
利（

南
部
）直

（
黒
印
）

「
■（

奥
ウ
ワ
書
）

　
　
八
戸

　
　
　
　
　
　
か（

清
心
尼
）ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
御
返
事

　
」

右
の
史
料
は
、「
来
月
ハ
壬（

閏
）

月
ニ

て
候
」
と
あ
る
た
め
、
年
代
は
元
和
六
年

（
一
六
二
〇
）
で
あ
る
。
元
和
六
年
十
二
月
、根
城
城
主
の
八
戸
家
（
南
部
氏
一
族
）

で
は
、
当
主
清
心
尼
の
嫡
女
千
代
と
聟
養
子
の
直
義
（
弥
六
郎
）
が
結
婚
し
、
直

義
が
八
戸
家
の
当
主
の
座
に
つ
き
、
清
心
尼
は
隠
居
し
た
。

⒁
〔
史
料
６
〕
は
そ

の
「
祝
言
」
に
関
す
る
も
の
で
、
こ
の
時
期
、
利
直
は
在
国
し
て
い
た
。

利
直
は
清
心
尼
に
対
し
、「
当
月
中
」
に
「
こ（

爰

元

）

ゝ
も
と
」
へ
「
家
」
を
移
す
こ
と

を
指
示
す
る
と
と
も
に
、
自
分
も
「
お（

御

上

）

う
へ
」
に
「
今
夜
わ（

移

徙

）

た
ま
し

ニ
て
候
」
と

伝
え
て
い
る
。
清
心
尼
が
利
直
の
も
と
へ
「
家
」
の
移
転
を
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
、
貴
人
の
居
所
を
意
味
す
る
「
お（

御

上

）

う
へ
」

⒂
が
「
出
来
候
」
の
文
意
と
を
合
せ

考
え
れ
ば
、「
お（

御

上

）

う
へ
」
と
は
、
居
城
に
建
造
さ
れ
た
利
直
の
居
所
と
判
断
で
き
る
。

な
お
、
居
城
は
、
移
転
を
意
味
す
る
「
わ（

移

徙

）

た
ま
し
」
の
文
言
か
ら
、
慶
長
期
以

来
の
居
城
で
あ
る
盛
岡
城
は
該
当
し
な
い
。
三
戸
城
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
、
居

所
の
移
徙
は
「
今
夜
」、
元
和
六
年
十
二
月
二
十
一
日
で
あ
っ
た
。
帰
国
し
た
年

に
合
せ
て
の
移
徙
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
三
戸
城
へ
の
移
徙
に
先
立
ち
、
重
臣
の
妻
子
を
三
戸
城
へ
居
住
さ
せ
る
こ

と
も
進
め
ら
れ
て
い
た
。

〔
史
料
７
〕
元
和
七
年
五
月
二
十
八
日

　
南
部
利
直
知
行
目
録
写

⒃

　
　
　
　
遣

ス
知
行
之
事

　
四
百
五
拾
九
石
壱
斗
八
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奥
瀬
城
廻
り

（
中
略
）

右
拾
弐
ヶ
村
、
〆
八
百
石
、
右
之
内
、
申

（
元
和
六
年
）ノ

年
検
地
出
分
之
新
田
四
百
石
ハ
、

去（
元
和
五
年
）

々
年
御
上
洛
御
供
留
守
中

ニ
、
当
城

ニ
足
よ（

弱

）わ
無
如
在
詰
、
尤
知
行
方
始

末
能
仕
、
過
分
ひ（

開

）ら
き
を
も
申
付
候
付
而
、
為
加
増
被
下
候
、（
中
略
）

元
和
七
年

　
　
五
月
廿
八
日

　
利（

南
部
）直

　
御
黒
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
奥
瀬
内（

直
定
）蔵

右
の
史
料
は
、
利
直
が
、「
去（

元
和
五
年
）

々
年
」
徳
川
秀
忠
の
上
洛
供
奉
の
た
め
国
元
を

留
守
に
し
て
い
る
間
、
奥
瀬
直
定
が
「
当
城
」
に
妻
子
を
詰
め
た
こ
と
を
褒
賞
し

た
も
の
で
あ
る
。
利
直
は
、元
和
六
年
十
二
月
に
三
戸
城
へ
移
徙
し
て
い
る
た
め
、

〔
史
料
７
〕
が
記
す
「
当
城
」
と
は
三
戸
城
の
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、「
当
城
」
に
「
詰
」
め
る
と
い
う
文
言
か
ら
、
奥
瀬
氏
妻
子
が
い
た
場

所
は
城
下
で
は
な
く
、三
戸
「
城
」
内
に
所
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
元
和
・

寛
永
前
期
の
三
戸
城
を
記
し
た
と
さ
れ
る
『
二（

三
）戸

郡
三
戸
御
古
城
御
縄
張
測
量
之

図
』（〔
図
２
〕）

⒄
に
は
、
三
戸
城
の
東
側
に
「
奥
瀬
与
七
郎
」

⒅
の
屋
敷
が
描

か
れ
て
い
る
。
搦
手
門
（
鍛
冶
屋
御
門
）
を
お
さ
え
る
重
要
な
場
所
で
あ
っ
た
。

五

元
和
・
寛
永
前
期
の
三
戸
城

　─ 

南
部
利
直
の
移
徙
と
普
請
・
作
事 

─



当
の
家
老
（
年
寄
）
野
田
直
盛

�
に
提
出
し
た
「
き（

擬

宝

珠

）

ほ
う
し
地
金
」
八
個
分
の

請
取
状
お
よ
び
鋳
造
仕
上
覚
で
あ
る
。「
三
戸

　
御
城
大
手
口
御
城
ノ
下
御
橋
ノ

き（

擬

宝

珠

）

ほ
う
し
」
の
記
述
か
ら
、
三
戸
城
の
表
門
（「
綱
御
門
」）
が
「
大
手
」
と
呼
称

さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
擬
宝
珠
が
三
戸
城
下
の
黄
金
橋
に
設
置
す
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
利
直
が
三
戸
城
に
居
城
を
移
し
た
こ
と
を
示
す
、
記

念
碑
的
工
芸
品
で
あ
ろ
う
。

〔
史
料
９
〕
元
和
九
年
五
月

　
三
戸
黄
金
橋
擬
宝
珠
銘

�

　
　
三
戸
之
町

　
　
　
木（

黄
）金

橋

　
　
元
和
九
年
癸
亥

　

　
　
　
五
月
吉
日

　
　
　
　
造
畢

　
　
源
朝
臣

　
　
　
利（

南
部
）直

代

右
の
史
料
は
、
擬
宝
珠
の
銘
文
で
、
元
和
九
年
五
月
に
黄
金
橋
が
完
成
し
た
こ

と
が
判
明
す
る
。

　
　
三
　
元
和
期
の
作
事

〔
史
料
10
〕
元
和
七
年
三
月
一
日

　
南
部
利
直
書
状
写

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
尚
々
書
、
省
略
）

き（

昨

日

）

の
ふ
ハ
、
弥（

八
戸
直
義
）

六
郎
と（

殿

）の
ニ

御
ふ（

文

）ミ
ま（

満

足

）

ん
そ
く
申
候
、
今
度
ハ
い（

色

々

）

ろ
〳
〵
御

ち（

馳

走

）

さ
う
大
せ
い

ニ
て
ざ（

造

作

）

う
さ
共

ニ
て
候
つ
る
、
今
日
進
上
之
御
馬
共
の（

上

）ほ
せ
申

候
、
明
日
・
明
後
日
ハ
、
こ（

爰

元

）

ゝ
も
と
作
事
共
申
付
、
四
日

ニ
五
戸
へ
新
田
ま
て

越
候
ハ
ん
と
存
候
、
其
よ
り
市
川
を
か（

駆
）け

ま（

廻

）わ
し
候
て
、
そ
れ
へ
参
事
も
可
有

候
、
又
七
戸
ま
て
お
し
ま（

廻

）わ
し
候
て
、
も（

戻

）と
り
さ（

様

）ま
ニ

よ（
寄
）り

候
事
も
候
ハ
ん
哉
、

道
の
有
や（

様

）う
ニ

よ（
寄
）り

可
申
候
、
大
か（

方

）た
ハ
参
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
三（

元
和
七
年
）

月
一
日
（
黒（

南
部
利
直
）

印
影
）　
例
利
直
様
ノ
丸
御
判
也

　
　
　
　
　
八（

清

心

尼

）

戸
か
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
返
事

右
の
史
料
は
、
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
と
推
定
さ
れ
る
清
心
尼
宛
の
利
直
書

状
で
あ
る
。
利
直
は
在
国
中
で
、
翌
日
の
三
月
二
日
か
三
日
（「
明
日
・
明
後
日
」）

に
「
こ（

爰

元

）

ゝ
も
と
」
の
「
作
事
」
を
指
示
し
た
後
、
同
四
日
に
五
戸
の
新
田
村
（
現

五
戸
町
）
ま
で
鷹
狩
り
に
行
く
と
報
じ
て
い
る
。
一
日
で
新
田
村
に
移
動
で
き
、

か
つ
「
作
事
」
を
命
じ
る
「
こ（

爰

元

）

ゝ
も
と
」
と
は
、
三
戸
城
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
移

徙
後
、
三
戸
城
が
居
所
と
な
っ
て
い
た
こ
と
と
、「
普
請
」
か
ら
「
作
事
」
に
移

行
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

〔
史
料
11
〕
元
和
九
年
四
月
十
三
日

　
南
部
利
直
書
状

�

「
■（

端
裏
ウ
ワ
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
戸
よ
り

　
　
　（
墨
引
）　

　
　
八（

清

心

尼

）

戸
か
ミ

　
　
　
と（

南
部
利
直
）

し
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
返
事

　
　
　
　
　
」

　
　
　	

な（

尚

々

）

を
〳
〵
、
い（

色

々

）

ろ
〳
〵
ま（

満

足

）

ん
そ
く
申
候
、
我
々
上
り
ノ
事
ハ
、
い
ま
〳
〵

何
共
不
申
候
、
以
上
、

御
文
、
こ（

殊

）と
に
ゑ（

鱏

）い
一
つ
、
か（

鰈

）

れ
い
十
、
ゑ
の
わ
十
、
い（

色

々

）

ろ
〳
〵
給
、

ま（

満

足

）

ん
そ
く
申
候
、
彦（

南
部
政
直
）

九
郎
、
昨
日
状
こ（

越
）し

申
候
、
近
日

ニ
御
暇
出
候
ハ
ん
様

ニ

申
越
候
ま
ゝ
、
ま（

満

足

）

ん
そ
く

ニ
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
卯（

元
和
九
年
）

月
十
三
日

ま
ず
、
右
の
利
直
書
状
の
年
代
比
定
を
行
な
う
。
宛
所
の
清
心
尼
が
、
利
直
書

七

元
和
・
寛
永
前
期
の
三
戸
城

　─ 

南
部
利
直
の
移
徙
と
普
請
・
作
事 

─

　
　
　
２
　
黄
金
橋
の
擬
宝
珠

三
戸
城
下
に
は
、
水
濠
の
役
割
を
果
た
す
熊
原
川
が
流
れ
て
い
る
。
次
の
元
和

七
年
（
一
六
二
一
）
の
史
料
は
、
こ
の
熊
原
川
に
架
か
る
黄
金
橋
の
欄
干
に
設
置

さ
れ
た
擬
宝
珠
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

〔
史
料
８
〕
元
和
七
年
八
月
十
四
日

　
鬼
柳
義
満
覚

⒆

　
　
　
　
き（

擬

宝

珠

）

ほ
う
し
地
金
請
取
申
覚

（
欠
損
）

年
六
月
廿
六
日

　
一
、
四
拾
貫
目

　
　
　
此
御
代
物
数
九
拾
九
貫
五
百
文

　
同
日

　
一
、
三
拾
弐
貫
目

　
　
か（

唐

金

）

ら
か
ね
地
金

　
但

弥
八
郎
蔵

ニ
被
指
置
候
地
金

　
　
　
　
二
口

　
　
　
　
　
　
合
七
拾
弐
貫
目

　
　
　
　
右
之
地
金

ニ
て
、
き（

擬

宝

珠

）

ほ
う
し
い（

鋳
）申

候
覚

　
一
、
き（

擬

宝

珠

）

ほ
う
し
八
ッ

　	

此
か（

金

）ね
目
、五
拾
四
貫
百
六
拾
目
、但
き（

擬

宝

珠

）

ほ
う
し
壱
ッ

ニ
付
、
六
貫
七
百
目
・
八
百
目
宛
、
但
三
戸

　
御
城

大
手
口
御
坂
ノ
下
御
橋
ノ
き（

擬

宝

珠

）

ほ
う
し

　
一
、
ふ（

吹

屑

）

き
く
す

　
　
　
六
貫
四
百
目

　
一
、
せ（

銑

屑

）

ん
く
す

　
　
　
壱
貫
四
百
四
拾
目

　
　
　
　
〆
七
貫
八
百
四
拾
目
、
返
上
申
候
、

　
　	

右
、
七
拾
弐
貫
目
ノ
内

ニ
て
、
へ（

減

）り
目
拾
貫
目
御
座
候
、
但
き（

擬

宝

珠

）

ほ
う
し
三
ッ

ハ
平
左
衛
門
・
又
五
郎
、又
五
ッ
ハ
忠
兵
衛
・
与
七
郎
・
采
女
仕
上
申
候
、

以
上
、

　
　
　
　
元
和
七
年

　
　
　
　
　
　
八
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　鬼
柳
蔵（

義
満
）人

（
黒
印
）　

　

　
　
　
　
　
　
野
田
内（

直
盛
）匠

様

右
の
史
料
は
、
道
・
橋
の
普
請
に
精
通
し
て
い
た
鬼
柳
義
満

⒇
が
、
財
政
担

〔
図
２
〕
三
戸
城
図

　
　
　
　（『
二（

三
）戸

郡
三
戸
御
古
城
御
縄
張
測
量
之
図
』
三
戸
町
、
一
部
加
筆
）

本丸
↓

↑
「奥瀬与七郎」

↑
「彦七郎様」

「東彦左衛門」
↓
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当
の
家
老
（
年
寄
）
野
田
直
盛

�
に
提
出
し
た
「
き（

擬

宝

珠

）

ほ
う
し
地
金
」
八
個
分
の

請
取
状
お
よ
び
鋳
造
仕
上
覚
で
あ
る
。「
三
戸

　
御
城
大
手
口
御
城
ノ
下
御
橋
ノ

き（

擬

宝

珠

）

ほ
う
し
」
の
記
述
か
ら
、
三
戸
城
の
表
門
（「
綱
御
門
」）
が
「
大
手
」
と
呼
称

さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
擬
宝
珠
が
三
戸
城
下
の
黄
金
橋
に
設
置
す
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
利
直
が
三
戸
城
に
居
城
を
移
し
た
こ
と
を
示
す
、
記

念
碑
的
工
芸
品
で
あ
ろ
う
。

〔
史
料
９
〕
元
和
九
年
五
月

　
三
戸
黄
金
橋
擬
宝
珠
銘

�

　
　
三
戸
之
町

　
　
　
木（

黄
）金

橋

　
　
元
和
九
年
癸
亥

　

　
　
　
五
月
吉
日

　
　
　
　
造
畢

　
　
源
朝
臣

　
　
　
利（

南
部
）直

代

右
の
史
料
は
、
擬
宝
珠
の
銘
文
で
、
元
和
九
年
五
月
に
黄
金
橋
が
完
成
し
た
こ

と
が
判
明
す
る
。

　
　
三
　
元
和
期
の
作
事

〔
史
料
10
〕
元
和
七
年
三
月
一
日

　
南
部
利
直
書
状
写

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
尚
々
書
、
省
略
）

き（

昨

日

）

の
ふ
ハ
、
弥（

八
戸
直
義
）

六
郎
と（

殿

）の
ニ

御
ふ（

文

）ミ
ま（

満

足

）

ん
そ
く
申
候
、
今
度
ハ
い（

色

々

）

ろ
〳
〵
御

ち（

馳

走

）

さ
う
大
せ
い

ニ
て
ざ（

造

作

）

う
さ
共

ニ
て
候
つ
る
、
今
日
進
上
之
御
馬
共
の（

上

）ほ
せ
申

候
、
明
日
・
明
後
日
ハ
、
こ（

爰

元

）

ゝ
も
と
作
事
共
申
付
、
四
日

ニ
五
戸
へ
新
田
ま
て

越
候
ハ
ん
と
存
候
、
其
よ
り
市
川
を
か（

駆
）け

ま（

廻

）わ
し
候
て
、
そ
れ
へ
参
事
も
可
有

候
、
又
七
戸
ま
て
お
し
ま（

廻

）わ
し
候
て
、
も（

戻

）と
り
さ（

様

）ま
ニ

よ（
寄
）り

候
事
も
候
ハ
ん
哉
、

道
の
有
や（

様

）う
ニ

よ（
寄
）り

可
申
候
、
大
か（

方

）た
ハ
参
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
三（

元
和
七
年
）

月
一
日
（
黒（

南
部
利
直
）

印
影
）　
例
利
直
様
ノ
丸
御
判
也

　
　
　
　
　
八（

清

心

尼

）

戸
か
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
返
事

右
の
史
料
は
、
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
と
推
定
さ
れ
る
清
心
尼
宛
の
利
直
書

状
で
あ
る
。
利
直
は
在
国
中
で
、
翌
日
の
三
月
二
日
か
三
日
（「
明
日
・
明
後
日
」）

に
「
こ（

爰

元

）

ゝ
も
と
」
の
「
作
事
」
を
指
示
し
た
後
、
同
四
日
に
五
戸
の
新
田
村
（
現

五
戸
町
）
ま
で
鷹
狩
り
に
行
く
と
報
じ
て
い
る
。
一
日
で
新
田
村
に
移
動
で
き
、

か
つ
「
作
事
」
を
命
じ
る
「
こ（

爰

元

）

ゝ
も
と
」
と
は
、
三
戸
城
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
移

徙
後
、
三
戸
城
が
居
所
と
な
っ
て
い
た
こ
と
と
、「
普
請
」
か
ら
「
作
事
」
に
移

行
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

〔
史
料
11
〕
元
和
九
年
四
月
十
三
日

　
南
部
利
直
書
状

�

「
■（

端
裏
ウ
ワ
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
戸
よ
り

　
　
　（
墨
引
）　

　
　
八（

清

心

尼

）

戸
か
ミ

　
　
　
と（

南
部
利
直
）

し
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
返
事

　
　
　
　
　
」

　
　
　	

な（

尚

々

）

を
〳
〵
、
い（

色

々

）

ろ
〳
〵
ま（

満

足

）

ん
そ
く
申
候
、
我
々
上
り
ノ
事
ハ
、
い
ま
〳
〵

何
共
不
申
候
、
以
上
、

御
文
、
こ（

殊

）と
に
ゑ（

鱏

）い
一
つ
、
か（

鰈

）

れ
い
十
、
ゑ
の
わ
十
、
い（

色

々

）

ろ
〳
〵
給
、

ま（

満

足

）

ん
そ
く
申
候
、
彦（

南
部
政
直
）

九
郎
、
昨
日
状
こ（

越
）し

申
候
、
近
日

ニ
御
暇
出
候
ハ
ん
様

ニ

申
越
候
ま
ゝ
、
ま（

満

足

）

ん
そ
く

ニ
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
卯（

元
和
九
年
）

月
十
三
日

ま
ず
、
右
の
利
直
書
状
の
年
代
比
定
を
行
な
う
。
宛
所
の
清
心
尼
が
、
利
直
書

七

元
和
・
寛
永
前
期
の
三
戸
城

　─ 

南
部
利
直
の
移
徙
と
普
請
・
作
事 

─



月
上
旬
頃
ま
で
江
戸
に
在
府
し
、
同
月
中
旬
頃
に
江
戸
を
発
ち
、
帰
国
の
途
に
つ

い
た
と
推
定
さ
れ
る
。〔
史
料
13
〕
の
「
路
次
中
、
無
事

ニ
供
成
候
や
」
は
、
八

戸
直
義
が
「
さ
る
」（
南
部
利
康
）
の
帰
国
に
供
奉
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
「
今
日
盛
岡
へ
可
着
と
思
候
、
三
戸
へ
着
候
と
も
、
無
弓（

油
）断

城
へ
出
、
奉
公

尤
候
」
の
部
分
か
ら
は
、
盛
岡
が
帰
路
の
通
過
点
で
、
最
終
到
着
地
が
「
三
戸
」

で
あ
っ
た
こ
と
、
利
康
の
居
所
が
三
戸
「
城
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
　
四
　
寛
永
前
期
の
作
事

　
　
　
１
　
寛
永
三
年
の
広
間
・
櫓
の
作
事

〔
史
料
14
〕
寛
永
三
年
二
月
二
十
五
日

　
南
部
利
康
黒
印
状

�

　	

大（
槌
）土

之
者
、
三
戸
へ
飛
脚

ニ
参
候
、
如
在
成
、
遅
ク
帰
候

ニ
付
而
、
科
代
四
匁

取
上
候
、
請
取
候
也
、

　
　
　
　
　
　
寛
永
三
年
二
月
廿
五
日

　（
黒

（
南
部
利
康
）

印
）	

	

浜
田
彦（

清

春

）

兵
衛

　
　
　
　

	

長
瀬
六
右
衛
門

　
　
　

右
の
史
料
は
、
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）、
上
洛
の
た
め
江
戸
在
府
中
の
利
直

に
代
わ
り
、
留
守
居
の
利
康
が
、
閉
伊
郡
大
槌
城
代
浜
田
・
長
瀬
両
氏
に
対
し
て

発
給
し
た
黒
印
状
で
あ
る
。
大
槌
の
も
の
が
、
飛
脚
と
し
て
三
戸
ま
で
派
遣
さ

れ
た
も
の
の
、
勤
務
怠
慢
の
た
め
科
料
を
徴
収
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
寛
永

三
年
時
、
利
康
が
三
戸
城
に
在
城
し
、
政
務
を
執
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

『
二（

三
）戸

郡
三
戸
御
古
城
御
縄
張
測
量
之
図
』（〔
図
２
〕）
に
は
、「
彦
七
郎
」
の
屋

敷
が
描
か
れ
て
い
る
。

〔
史
料
15
〕
寛
永
三
年
五
月
八
日

　
南
部
利
直
書
状
写

�

端
午
之
為
祝
儀
、
廿（

四
月
）日

之
状
、
長
二
郎
、
三
日
之
昼
参
着
、
具

ニ
披
見
候
、

白
鳥
三
ツ
、
鶴
弐
ツ
、
鱒
之
塩
引
三
拾
、
色
々
目
出
度
、
喜

ニ
候
、

（
中
略
）

一
、
弥（

八
戸
直
義
）

六
郎
・
隼

（
七
戸
直
時
）

人
、
其
外
弓
・
錆
之
者
、
六
具
、
昼
前

ニ
参
候
、
路
銭
之
渡

し
様
、
何
も
情（

精
）入

、
能
し
わ
け

ニ
候
、
金
五
箱
、
弐
箱
隼

（
七
戸
直
時
）

人
、
三
箱
弥（

八
戸
直
義
）

六
郎

持
参
候
、（
中
略
）
先
度
之
五
十
五
枚
八
匁
弐
分
と
、
今
度
之
に
て
爰
許
を

出
候
て
、
京
に
し（

暫

）

は
ら
く
い（

居
）候

共
、
一
月
・
二
月
之
間
ハ
可
有
候
、（
中
略
）

一
、
大
工
喜
兵
衛

ニ
廿（

四
月
）一

日
之
状
、
五
日
之
晩
参
候
、
其
元
ノ
作
事
之
様
子
聞

候
而
、
又
今
度
広
間
之
材
木
、
や（

櫓

）

く
ら
の
材
木
、
指
図
を
な
さ
せ
、
伊

（
石
井
直
弥
）

賀
と

ひ
と
つ

ニ
可
下
候
、
夏
中

ニ
材
木
と
ら
せ
へ
く
候
、
喜
兵
衛

ニ
路
銭
弐
匁
出

候
由
、
尤

ニ
候
、

（
中
略
）

　
　
　
　
　
五（

寛
永
三
年
）

月
八
日

　
利（

南
部
）直

（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
彦（

南
部
利
康
）

八
郎
殿

　
　
　	

尚
々
、（
中
略
）
土
も（

盛

）り
の
下
よ
り
ひ（

東
直
次
）

か
し
殿
清
水
の
下
ま
て
四
十
五

間
と
り
候
よ（

由

）し
、
是
も
見
事

ニ
可
有
候
、
来
年
二
月
・
三
月
に
て
済
候

ハ
ん
と
喜

ニ
候
、
我
等
く（

下

）た
り
候
て
の
慰

ニ
、
来
春
し（

仕

上

）

あ
け
可
見
候
、

半
九
郎
・
新
六

ニ
角
石
わ（

割

）ら
せ
へ
き
よ（

由

）し
、
尤

ニ
候
、（
後
略
）

右
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
利
康
が
四
月
二
十
日
に
国
元
か
ら
発
し
た
「
端
午
之
為

祝
儀
」
の
書
状
（「
廿
日
之
状
」）
が
、
五
月
三
日
昼
前
に
利
直
の
も
と
に
届
い
て

い
る
。
ま
た
「
爰
許
を
出
候
て
、
京
に
し（

暫

）

は
ら
く
い（

居
）候

」
と
あ
る
た
め
、
利
直
は

「
爰
元
」
か
ら
「
京
」
に
出
立
予
定
で
あ
っ
た
。
国
元
か
ら
約
二
週
間
の
距
離
、

「
京
」
に
対
す
る
「
爰
元
」
の
表
記
、
以
上
か
ら
利
直
の
居
所
は
江
戸
で
、
上
洛

九

元
和
・
寛
永
前
期
の
三
戸
城

　─ 

南
部
利
直
の
移
徙
と
普
請
・
作
事 

─

状
で
「
八
戸
か
ミ
」
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
隠
居
し
た
元
和
六
年

十
二
月
以
後
で
あ
る
。
ま
た
、
利
直
の
次
男
南
部
政
直
（「
彦
九
郎
」）
の
没
年
は
、

寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
十
月
二
十
三
日
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
年
代
は
、
元
和

七
年
か
ら
寛
永
元
年
の
間
と
な
る
。
な
お
、
尚
々
書
に
「
我
々
上
り
ノ
事
ハ
、
い

ま
〳
〵
何
共
不
申
候
」
と
、
利
直
の
江
戸
参
府
が
近
い
こ
と
を
示
す
記
載
が
あ
る
。

元
和
七
年
か
ら
寛
永
元
年
の
間
で
、
利
直
の
江
戸
参
府
は
元
和
九
年
し
か
な
い
た

め
、年
代
は
元
和
九
年
と
な
る
。
端
裏
ウ
ワ
書
か
ら
は
、利
直
の
居
所
が
、「
三
戸
」

城
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

〔
史
料
12
〕
元
和
九
年
五
月
七
日

　
南
部
利
直
書
状
写

�

端
午
之
為
祝
儀
と
使
者
、
殊
砂
金
五
匁
、
さ（

栄

螺

）

ゝ
い
廿
、
満
足
に
候
、
此
方
仕
合

よ
く
候
間
、
可
心
安
候
、
彦（

南
部
利
康
）

八
郎
も
近
日
下
候
、
其
方
煩
心
な（

長

）か
く
思
候
て
、

ゆ
る
〳
〵
と
養
生
尤
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
五（

元
和
九
年
）

月
七
日

　
利（

南
部
）直

　
御
黒
印

　
　
　
　
　
　
　
南
遠（

直
義
）江

殿

〔
史
料
13
〕
元
和
九
年
六
月
七
日

　
南
部
利
直
書
状

�

　
　
　
　	

尚
々
、
路
次
と（

通

）お
り
、
何
方
田
地
よ
く
候
や
、
路
次
〳
〵
の
様
子
を

も
具

ニ
返
事

ニ
被
申
越
へ
く
候
、
ろ（

路
次
）し

ニ
て
け（

喧

嘩

）

ん
く
わ
な
と
も
な
く
、

無
何
事
下
候
や
、
無
心
元
候
、
八
戸
郷
廻
山
は（

林

）

や
し
き（

切
）り

あ（

荒

）ら
し
候

間
、
左
様
之
段
よ
く
可
申
付
候
、
い（

隠

居

）

ん
き
よ
の
と
き
、
仕
置
よ
く
候

間
、
其
段
よ
く
候
、
以
上
、

路
次
中
、
無
事

ニ
供
成
候
や
、
今
日
盛
岡
へ
可
着
と
思
候
、
三
戸
へ
着
候
と
も
、

無
弓（

油
）断

城
へ
出
、
奉
公
尤
候
、
少
も
如
在
気

ニ
て
ハ
不
可
然
候
、
知
行
も
ち（

近

）か

く
候
間
、
さ

（
南
部
利
康
）

る
ニ

暇
を
乞
候
て
、
さ（

細

々

）

い
〳
〵
参
候
て
、
田
地
見
は
か
ら
い
尤
候
、

（
中
略
）
秋
ハ
対
馬
む（

向

）

か
ふ
よ
り
せ（

堰

）き
を
田
地
よ
く
候
ハ
ヽ
、
ほ（

掘
）り

尤
候
、
さ（

左
）

候
へ
ハ
、
な（

長

苗

代

）

か
な
わ
し
ろ
、
上
ノ
や（

谷
地
）ち

ひ（

稗

）へ
田

ニ
成
候
、（
中
略
）
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
六（

元
和
九
年
）

月
七
日

　
利（

南
部
）直

（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
八
戸
弥（

直

義

）

六
郎
殿

〔
史
料
12
〕
の
利
直
書
状
の
年
代
は
、
利
康
の
仮
名
「
彦
八
郎
」
が
記
さ
れ
て
い

る
た
め
、
元
和
六
年
一
月
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
南
直
義
の
没
年
は
寛
永

三
年
八
月
八
日
で
あ
る
た
め
、
年
代
は
元
和
六
年
か
ら
寛
永
三
年
の
間
と
な
る
。

な
お
、
南
氏
が
わ
ざ
わ
ざ
使
者
を
派
遣
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
彦（

南
部
利
康
）

八
郎
も
近
日

下
候
」
と
利
康
の
帰
国
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
利
直
・
利
康
父
子

は
と
も
に
国
元
不
在
で
、
江
戸
在
府
中
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
元
和
七

年
か
ら
寛
永
三
年
の
間
で
、
五
月
に
利
直
が
国
元
不
在
、
在
府
し
た
時
期
は
、
元

和
九
年
と
寛
永
三
年
で
あ
る
が
、
利
康
は
寛
永
二
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
同
三

年
二
月
二
十
五
日
ま
で
在
国
が
確
認
さ
れ
る
た
め
、

�
元
和
九
年
に
比
定
さ
れ
る
。

こ
の
〔
史
料
12
〕
と
関
連
す
る
の
が
、〔
史
料
13
〕
の
利
直
書
状
で
あ
る
。
年

代
は
、
清
心
尼
が
「
い（

隠

居

）

ん
き
よ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
元
和
七
年
以
降
と
な

る
。
ま
た
、「
な（

長

苗

代

）

か
な
わ
し
ろ
」
は
八
戸
の
地
名
で
あ
る
た
め
、
八
戸
直
義
が
遠

野
へ
の
知
行
替
え
を
命
じ
ら
れ
た
寛
永
四
年
三
月

�
の
前
年
（
寛
永
三
年
）
ま
で

と
な
る
。
な
お
、
尚
々
書
で
「
無
何
事
下
候
や
」
と
記
し
て
い
る
た
め
、
利
直
は

江
戸
在
府
中
で
、
八
戸
直
義
は
帰
国
途
中
で
あ
っ
た
。
元
和
七
年
か
ら
寛
永
三
年

の
間
、
利
直
の
在
府
は
元
和
九
年
と
寛
永
三
年
で
あ
る
。
た
だ
し
、
寛
永
三
年
六

月
か
ら
同
十
月
頃
ま
で
、
八
戸
直
義
は
利
直
と
と
も
に
徳
川
秀
忠
・
家
光
に
供
奉

し
て
上
洛
し
て
い
る
た
め
、

�
元
和
九
年
に
比
定
さ
れ
る
。

〔
史
料
12
〕
に
「
彦（

南
部
利
康
）

八
郎
も
近
日
下
候
」
と
あ
る
た
め
、
利
康
は
、
元
和
九
年
五

八



月
上
旬
頃
ま
で
江
戸
に
在
府
し
、
同
月
中
旬
頃
に
江
戸
を
発
ち
、
帰
国
の
途
に
つ

い
た
と
推
定
さ
れ
る
。〔
史
料
13
〕
の
「
路
次
中
、
無
事

ニ
供
成
候
や
」
は
、
八

戸
直
義
が
「
さ
る
」（
南
部
利
康
）
の
帰
国
に
供
奉
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
「
今
日
盛
岡
へ
可
着
と
思
候
、
三
戸
へ
着
候
と
も
、
無
弓（

油
）断

城
へ
出
、
奉
公

尤
候
」
の
部
分
か
ら
は
、
盛
岡
が
帰
路
の
通
過
点
で
、
最
終
到
着
地
が
「
三
戸
」

で
あ
っ
た
こ
と
、
利
康
の
居
所
が
三
戸
「
城
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
　
四
　
寛
永
前
期
の
作
事

　
　
　
１
　
寛
永
三
年
の
広
間
・
櫓
の
作
事

〔
史
料
14
〕
寛
永
三
年
二
月
二
十
五
日

　
南
部
利
康
黒
印
状

�

　	

大（
槌
）土

之
者
、
三
戸
へ
飛
脚

ニ
参
候
、
如
在
成
、
遅
ク
帰
候

ニ
付
而
、
科
代
四
匁

取
上
候
、
請
取
候
也
、

　
　
　
　
　
　
寛
永
三
年
二
月
廿
五
日

　（
黒

（
南
部
利
康
）

印
）	

	

浜
田
彦（

清

春

）

兵
衛

　
　
　
　

	

長
瀬
六
右
衛
門

　
　
　

右
の
史
料
は
、
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）、
上
洛
の
た
め
江
戸
在
府
中
の
利
直

に
代
わ
り
、
留
守
居
の
利
康
が
、
閉
伊
郡
大
槌
城
代
浜
田
・
長
瀬
両
氏
に
対
し
て

発
給
し
た
黒
印
状
で
あ
る
。
大
槌
の
も
の
が
、
飛
脚
と
し
て
三
戸
ま
で
派
遣
さ

れ
た
も
の
の
、
勤
務
怠
慢
の
た
め
科
料
を
徴
収
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
寛
永

三
年
時
、
利
康
が
三
戸
城
に
在
城
し
、
政
務
を
執
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

『
二（

三
）戸

郡
三
戸
御
古
城
御
縄
張
測
量
之
図
』（〔
図
２
〕）
に
は
、「
彦
七
郎
」
の
屋

敷
が
描
か
れ
て
い
る
。

〔
史
料
15
〕
寛
永
三
年
五
月
八
日

　
南
部
利
直
書
状
写

�

端
午
之
為
祝
儀
、
廿（

四
月
）日

之
状
、
長
二
郎
、
三
日
之
昼
参
着
、
具

ニ
披
見
候
、

白
鳥
三
ツ
、
鶴
弐
ツ
、
鱒
之
塩
引
三
拾
、
色
々
目
出
度
、
喜

ニ
候
、

（
中
略
）

一
、
弥（

八
戸
直
義
）

六
郎
・
隼

（
七
戸
直
時
）

人
、
其
外
弓
・
錆
之
者
、
六
具
、
昼
前

ニ
参
候
、
路
銭
之
渡

し
様
、
何
も
情（

精
）入

、
能
し
わ
け

ニ
候
、
金
五
箱
、
弐
箱
隼

（
七
戸
直
時
）

人
、
三
箱
弥（

八
戸
直
義
）

六
郎

持
参
候
、（
中
略
）
先
度
之
五
十
五
枚
八
匁
弐
分
と
、
今
度
之
に
て
爰
許
を

出
候
て
、
京
に
し（

暫

）

は
ら
く
い（

居
）候

共
、
一
月
・
二
月
之
間
ハ
可
有
候
、（
中
略
）

一
、
大
工
喜
兵
衛

ニ
廿（

四
月
）一

日
之
状
、
五
日
之
晩
参
候
、
其
元
ノ
作
事
之
様
子
聞

候
而
、
又
今
度
広
間
之
材
木
、
や（

櫓

）

く
ら
の
材
木
、
指
図
を
な
さ
せ
、
伊

（
石
井
直
弥
）

賀
と

ひ
と
つ

ニ
可
下
候
、
夏
中

ニ
材
木
と
ら
せ
へ
く
候
、
喜
兵
衛

ニ
路
銭
弐
匁
出

候
由
、
尤

ニ
候
、

（
中
略
）

　
　
　
　
　
五（

寛
永
三
年
）

月
八
日

　
利（

南
部
）直

（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
彦（

南
部
利
康
）

八
郎
殿

　
　
　	

尚
々
、（
中
略
）
土
も（

盛

）り
の
下
よ
り
ひ（

東
直
次
）

か
し
殿
清
水
の
下
ま
て
四
十
五

間
と
り
候
よ（

由

）し
、
是
も
見
事

ニ
可
有
候
、
来
年
二
月
・
三
月
に
て
済
候

ハ
ん
と
喜

ニ
候
、
我
等
く（

下

）た
り
候
て
の
慰

ニ
、
来
春
し（

仕

上

）

あ
け
可
見
候
、

半
九
郎
・
新
六

ニ
角
石
わ（

割

）ら
せ
へ
き
よ（

由

）し
、
尤

ニ
候
、（
後
略
）

右
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
利
康
が
四
月
二
十
日
に
国
元
か
ら
発
し
た
「
端
午
之
為

祝
儀
」
の
書
状
（「
廿
日
之
状
」）
が
、
五
月
三
日
昼
前
に
利
直
の
も
と
に
届
い
て

い
る
。
ま
た
「
爰
許
を
出
候
て
、
京
に
し（

暫

）

は
ら
く
い（

居
）候

」
と
あ
る
た
め
、
利
直
は

「
爰
元
」
か
ら
「
京
」
に
出
立
予
定
で
あ
っ
た
。
国
元
か
ら
約
二
週
間
の
距
離
、

「
京
」
に
対
す
る
「
爰
元
」
の
表
記
、
以
上
か
ら
利
直
の
居
所
は
江
戸
で
、
上
洛

九

元
和
・
寛
永
前
期
の
三
戸
城

　─ 

南
部
利
直
の
移
徙
と
普
請
・
作
事 

─



〔
図
３
〕
三
戸
城
の
本
丸

　
　
　
　（『
二（

三
）戸

郡
三
戸
御
古
城
御
縄
張
測
量
之
図
』
三
戸
町
、
部
分
）

〔
図
４
〕
三
戸
城
の
東
氏
屋
敷
下
の
「
清
水
」

　
　
　
　（『
三
戸
御
古
城
之
図
』
も
り
お
か
歴
史
文
化
館
所
蔵
、
部
分
）

一
一

元
和
・
寛
永
前
期
の
三
戸
城

　─ 

南
部
利
直
の
移
徙
と
普
請
・
作
事 

─

の
た
め
の
参
府
で
あ
っ
た
。

年
代
は
、「
彦（

南
部
利
康
）

八
郎
」
宛
で
あ
る
た
め
、
元
和
六
年
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
こ

の
元
和
六
年
か
ら
利
直
没
年
の
寛
永
九
年
八
月
ま
で
の
間
、
利
直
の
上
洛
は
、
元

和
九
年
と
寛
永
三
年
で
あ
る
。
ま
た
、「
弥（

八
戸
直
義
）

六
郎
・
隼

（
七
戸
直
時
）

人
、
其
外
弓
・
錆
之
者
、

六
具
、
昼
前

ニ
参
候
」
と
あ
る
た
め
、
八
戸
直
義
は
五
月
七
日
の
昼
前
に
江
戸
に

到
着
し
、
そ
の
後
、
上
洛
し
て
い
る
。

�
〔
史
料
12
〕〔
史
料
13
〕
か
ら
判
明
し

た
よ
う
に
、
元
和
九
年
五
月
中
旬
頃
か
ら
同
六
月
上
旬
の
間
、
利
康
と
直
義
は
と

も
に
江
戸
か
ら
の
帰
国
途
中
で
あ
る
た
め
、
元
和
九
年
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
年

代
は
、
寛
永
三
年
と
な
る
。

〔
史
料
15
〕
で
重
要
な
部
分
は
、「
大
工
喜
兵
衛
」
以
下
の
一
文
で
あ
る
。
喜
兵

衛
は
、
国
元
か
ら
利
康
の
書
状
（「
廿（

四
月
）一

日
之
状
」）
を
も
た
ら
し
た
。
内
容
は
「
其

元
ノ
作
事
之
様
子
」、
つ
ま
り
利
康
が
関
与
し
て
い
た
「
作
事
」
の
進
捗
状
況
で

あ
っ
た
。
喜
兵
衛
が
江
戸
へ
直
接
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
大
工
と
し
て
こ
の
「
作
事
」

の
中
心
に
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。「
其
元
」
と
は
、寛
永
三
年
二
月
末
（〔
史
料
14
〕）

に
利
康
の
三
戸
在
城
が
確
認
さ
れ
る
た
め
、
三
戸
城
で
あ
る
。

な
お
、
大
工
喜
兵
衛
は
江
戸
参
着
直
後
、
家
老
の
石
井
直
弥
と
と
も
に
折
り

返
し
帰
国
を
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
時
、
利
直
は
喜
兵
衛
に
対
し
、「
広
間
」
と

「
や（

櫓

）

く
ら
」
の
材
木
に
つ
い
て
指
示
し
て
い
る
た
め
、
利
直
が
「
作
事
」
に
つ
い

て
指
示
し
、
こ
れ
を
三
戸
城
に
い
る
利
康
が
受
理
し
て
、
大
工
の
喜
兵
衛
に
施
工

さ
せ
る
、
と
い
う
手
続
き
が
判
明
す
る
。『
二（

三
）戸

郡
三
戸
御
古
城
御
縄
張
測
量
之

図
』（〔
図
３
〕）
に
よ
れ
ば
、
本
丸
の
北
西
部
に
「
御
広
間
」
が
描
か
れ
て
い
る
。

尚
々
書
に
は
、「
土
も（

盛

）り
の
下
よ
り
ひ（

東
直
次
）

か
し
殿
清
水
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
二（

三
）

戸
郡
三
戸
御
古
城
御
縄
張
測
量
之
図
』
に
描
か
れ
た
「
東
彦
左
衛
門
」

�
の
屋
敷

の
下
に
あ
る
「
清
水
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（〔
図
２
〕〔
図
４
〕）。
寛
永
三
年
五

月
時
点
で
東
氏
の
屋
敷
と
そ
の
南
側
の
「
土
も（

盛

）り｣

（
土
塁
）
が
、
三
戸
城
内
に

設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
、「
清
水
」
は
、「
ひ（

東
直
次
）

か
し
殿
清
水
」

の
表
記
か
ら
東
氏
の
所
有
に
な
る
も
の
で
、「
我
等
く（

下

）た
り
候
て
の
慰

ニ
、
来
春

し（

仕

上

）

あ
け
可
見
候
」
と
あ
る
た
め
、
造
成
中
で
あ
っ
た
。

尚
々
書
に
は
ま
た
、「
半
九
郎
・
新
六

ニ
角
石
わ（

割

）ら
せ
へ
き
よ（

由

）し
、
尤

ニ
候
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
尚
々
書
の
み
の
記
載
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
角
石
」
は

補
充
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

〔
史
料
16
〕
寛
永
三
年
六
月
二
十
六
日

　
南
部
利
直
書
状
写

�

（
前
略
）

一
、（
中
略
）
昨
日
も

　
御

（
徳
川
秀
忠
）

前
へ
出
候
、
御
き（

機

嫌

）

け
ん
よ
く
御
咄
候
て
、
其
元

ひ（

雲

雀

）

は
り
大
キ
か
と
御
尋
被
成
候
間
、
ひ（

雲

雀

）

は
り
ハ
た（

沢

山

）

く
さ
ん
御
座
候
へ
と
も
、

草
ふ（

深

）か
ニ

て
、
数
を
合
せ
申
事
、
不
罷
成
由
申
上
候
、（
中
略
）

一
、
黒
田
右（

忠

之

）

衛
門
佐
、
先
度
何
も
御
暇
之
時
分
、
暇
被
下
候
て
、
ち
と
跡
よ
り

被
上
候
、
何
哉
ら
ん
、
御
尋
之
事
候
て
、
有
馬
之
ゆ（

湯
）ニ

被
居
候
を
召
候
由
候

て
、
夜
夜

ニ
五
日

ニ
一
昨

（
マ
マ
）々

被
下
候
、
大
船
を
こ（

拵

）

し
ら
へ
候
て
迎

ニ
大
坂
川

口
ま
て
参
由
、
御
耳

ニ
立
由
候
、
其

ニ
か（

限

）き
ら
す
、
親

（
黒
田
長
政
）

父
ニ

ハ
ち（

違

）か
い
、
ち

と
う
つ
け

ニ
候
間
、
久
敷
ハ
国
を
ハ
御
預
ヶ
被
成
ま
し
き
と
我
等
も
見
及
候
、

（
中
略
）

一
、
廿
日
ノ
日
入
時
分
よ
り
俄

ニ
大
雨
ふ（

降
）り

出
、
風
も
ふ（

吹
）き

、
神（

雷

）

な
り
な
り
候

つ
る
、
近
年
不
覚
ほ
と

ニ
候
、
其
元
も
左
様

ニ
候
哉
、
其
雨

ニ
つ
れ
候
て
、

先
年
伏
見

ニ
者
唐
人
の
参
候
時
、
ふ（

降
）り

候
様
成
し（

白

）ろ
き
毛
ふ（

降
）り

候
、
長
さ
五
、

六
寸
之
月
毛
馬
の
か（

頭

）

し
ら
の
こ
と
く

ニ
候
、
先
年
ふ（

降
）り

候
よ
り
ハ
、
こ（

殊

）と
の

一
〇



〔
図
３
〕
三
戸
城
の
本
丸

　
　
　
　（『
二（

三
）戸

郡
三
戸
御
古
城
御
縄
張
測
量
之
図
』
三
戸
町
、
部
分
）

〔
図
４
〕
三
戸
城
の
東
氏
屋
敷
下
の
「
清
水
」

　
　
　
　（『
三
戸
御
古
城
之
図
』
も
り
お
か
歴
史
文
化
館
所
蔵
、
部
分
）

一
一

元
和
・
寛
永
前
期
の
三
戸
城

　─ 

南
部
利
直
の
移
徙
と
普
請
・
作
事 

─



〔
史
料
18
〕
寛
永
六
年
十
二
月
十
三
日

　
南
部
利
直
伝
馬
手
形

�

　
　
　
以
上
、

　
三
戸
へ
大

（
梅
内
大
蔵
院
）

蔵
帰
し
候
間
、
伝
馬
弐
疋
、
如
此
書
付
之
出
し
可
申
候
也
、

　
寛
永
六
年

　
　
極
月
十
三
日
（
黒

（
南
部
利
直
）

印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
盛
岡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沼
宮
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
田
市

　
　
　
以
上
、

右
の
史
料
は
、「
帰
し
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
利
直
が
こ
の
伝
馬
手
形
の
発
給

時
、盛
岡
藩
領
最
南
端
の
支
城
で
あ
る
花
巻
城
に
お
り
、そ
こ
か
ら
大
蔵
院
を
「
三

戸
」
に
帰
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

八
日
前
の
寛
永
六
年
十
二
月
五
日
、
利
直
は
大
蔵
院
に
対
し
て
、
居
所
の
三
戸

梅
内
村
に
お
い
て
知
行
を
給
与
し
て
い
る
た
め
、

�
同
日
ま
で
の
在
国
が
確
か
め

ら
れ
る
。
ま
た
、
翌
七
年
三
月
六
日
の
江
戸
在
府
が
確
認
さ
れ
る
た
め
、

�
同
年

一
月
か
二
月
の
江
戸
参
府
が
推
定
さ
れ
る
。
寛
永
六
年
十
二
月
五
日
当
時
、
利
直

は
三
戸
城
に
お
り
、
そ
の
後
ま
も
な
く
し
て
江
戸
参
府
の
た
め
大
蔵
院
を
伴
っ
て

三
戸
城
を
出
立
、
花
巻
城
に
到
着
後
の
同
十
三
日
に
大
蔵
院
を
三
戸
に
帰
し
、
自

ら
は
江
戸
に
上
っ
て
二
月
上
旬
頃
に
参
着
、
以
上
の
こ
と
が
〔
史
料
18
〕
か
ら
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
寛
永
六
年
の
在
国
時
、
利
直
が
、
三
戸
城
を
居
所
に
し

て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
　
　
３
　
寛
永
七
年
の
「
御
す
へ
」

〔
史
料
19
〕
寛
永
七
年
三
月
二
十
九
日

　
南
部
利
直
書
状
写

�

　
　
　	

尚
々
、（
中
略
）
其
方
事
、
十
二
日

ニ

よ
う
〳
〵
三
戸（

カ
）

へ
下
り
、

む（

娘

方

）

す
め
か
た
へ
も
出
、
ふ（

不

断

）

た
ん
御
す（

末

）へ
ニ

居
候
て
、
御
さ（

寂

）ひ
し
き
時
ハ
、

う（

歌

）た
ひ
な（

慰

）

く
さ
め
申
よ（

由

）し
喜

ニ
候
、（
中
略
）
此
方
お（

御

上

）

う
へ
へ
正
月
之

元
日
ゆ（

祝

）わ
い

ニ
こ（

越
）

へ
候
、
其
後
四
日

ニ
山（

南
部
重
直
）

し
ろ
な（

内

儀

）

い
義
、
礼

ニ
被
越
、

そ
れ

ニ
あ（

会
）ひ

ニ
お（

御

上

）

う
へ
へ
越
候
、
其
後
今

ニ
お（

御

上

）

う
へ
へ
も
不
越
候
、（
中

略
）
已
上
、

十
五
日
之
文
、
廿
七
日
食
す（

過

）き
ニ

参
候
、（
中
略
）
ひ（

姫

子

）

め
こ
、
二
月
十
二
日

ニ

そ（

其

元

）

こ
も
と
へ
下
り
、
十
五
日

ニ
あ（

会
）ひ

、
御
さ（

寂

）

ひ
し
く
候
と（

時

）き
ハ
、
御
す（

末

）へ
ニ

て

う（

歌

）た
ひ
な（

慰

）

く
さ
め
申
よ（

由

）し
、
よ（

喜

）

ろ
こ
ひ

ニ
候
、
ふ（

福

岡

）

く
お
か
の
か
ゝ
も
、
正
月

す（

末

）へ
其
元
へ
参
候
よ（

由

）し
、
よ（

良
）

き
事

ニ
候
、
た（

鷹

野

）

か
の

ニ
ゆ
る
〳
〵
と
居
候
処

ニ
、

わ（

若

狭

）

か
さ
の
御
ぜ（

前

）ん
様
御
は（

果
）

て
候

ニ

付
て
、
に（

俄

）

わ
か

ニ

か（

帰

）へ
り
候
、
そ
れ

ニ

付

而
、
昨
日
迄
御
し（

城

）ろ
へ
之
出
仕
も
な
く
候
へ
而
、
昨
日
御
本
丸
へ
御
め（

目

見

）

ミ
へ
な

く
候
、
明
日
者
、
御
に（

西

）し
ノ
丸
お（

表

）

も
て
へ
な（

成
）ら

せ
ら
れ
へ
き
と
い（

言
）ひ

候
、
左
候

ハ
ゝ
彦（

南
部
利
康
）

八
郎
御
い（

暇

）

と
ま
時
分
次
第
、
申
く（

下

）た
す
へ
く
候
、（
中
略
）

　
　
　
　
　
三（

寛
永
七
年
）

月
廿
九
日

　
と（

南
部
利
直
）

し
直

　
　
　
　
　
　
お
ち
か
た
へ

右
の
利
直
書
状
の
年
代
は
、「
た（

鷹

野

）

か
の

ニ
ゆ
る
〳
〵
と
居
候
処

ニ
、
わ（

若

狭

）

か
さ
の

御
ぜ（

前

）ん
様
御
は（

果
）て

候
ニ

付
て
、
に（

俄

）

わ
か

ニ
か（

帰

）へ
り
候
」
の
部
分
に
よ
り
比
定
で
き

一
三

元
和
・
寛
永
前
期
の
三
戸
城

　─ 

南
部
利
直
の
移
徙
と
普
請
・
作
事 

─

外
し（

白

）ろ
く
候
、
先
年
伏
見

ニ
て
ハ
、
ミ（

磨

）か
き
す（

砂

）な
ノ
様
成
土
に
ま（

混

）し
り
ふ（

降
）り

候
、
今
度
ハ
雨

ニ
つ
れ
ふ（

降
）り

申
候
、
先
年
之
ハ
、
お
う
は
御
覚
可
有
候
、
よ

き
時
分

ニ
下
候
て
、
満
足
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
六（

寛
永
三
年
）

月
廿
六
日

　
利（

南
部
）直

（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
彦（

南
部
利
康
）

八
郎
殿

　
　
　	

尚
々
、（
中
略
）
作
事
な（

何

程

）

に
ほ
と
出
来
候
や
、
せ（

精

）い
を
入
候
へ
と
可
申

候
、（
中
略
）
当
年
ハ
、
か（

雁

）ん
・
か（

鴨

）も
、
は（

早

）や
く
可
参
と
昨
日

　
上

（
徳
川
秀
忠
）

様

御
意
候
、
其
こ（

如

）と
く
申
候
、（
後
略
）

右
の
書
状
の
年
代
は
、「
黒
田
右（

忠

之

）

衛
門
佐
」
の
「
大
船
」
建
造
に
関
す
る
部
分

に
よ
り
比
定
可
能
で
あ
る
。『
黒
田
続
家
譜
』

�
寛
永
二
年
条
は
、
次
の
よ
う
に

記
す
。

忠（
黒
田
）之

ハ
去

（
寛
永
元
年
）

年
よ
り
在
江
戸
に
て
、
今

（
寛
永
二
年
）

年
御
暇
給
ハ
り
帰
国
し
給
ふ
、
其
迎
船
と

し
て
鳳
凰
丸
を
留
守
よ
り
大
坂
へ
遣
す
、
此
船
さ
ほ
と
の
大
船
に
あ
ら
さ
れ
と

も
、
其
制
作
す
こ
し
華
美
に
し
て
、
人
の
目
た（

立
）つ

へ
か
り
し
に
や
、
大
坂
の
御
船

奉
行
小
濱
民（

光

隆

）

部
少
輔
、
是
を
見
と（

咎

）

か
め
て
非
常
な
る
大
船
の
よ（

由

）し
、
こ
と
〳
〵

し
く
江
戸
へ
言
上
す
、（
中
略
）
忠（

黒
田
）之

ハ
江
戸
よ
り
帰
向
し
、
此
時
既
に
摂
州

に
い
た
り
給
ふ
、
か
ね
て
江
戸
に
お
ゐ
て
上
意
を
う（

伺

）

か
ゝ
ひ
て
御
ゆ（

許

）る
し
を
蒙

り
、
湯
治
の
為
に
有
馬
に
趣
か
れ
し
か
と
も
、
彼
地
に
て
鳳
凰
丸
御
と（

咎

）か
め
の

由
を
聞
、
上
意
に
そ（

背

）む
か
ん
事
を
は（

憚

）

ゝ
か
り
、
早
速
大
坂
に
立
返
り
、
路
次
を

い（

急

）そ
き
江
戸
に
至
り
、
其
罪
な
き
由
を
謝
し
奉
ら
る
、

右
の
福
岡
藩
主
黒
田
忠
之
の
大
船
の
件
は
、〔
史
料
16
〕
の
「
黒
田
右（

忠

之

）

衛
門
佐
」

の
「
大
船
」
に
関
す
る
内
容
と
一
致
す
る
。
ま
た
、「
昨
日
も

　
御

（
徳
川
秀
忠
）

前
へ
出
候
」

「
昨
日

　
上

（
徳
川
秀
忠
）

様
御
意
候
」
と
、
利
直
の
国
元
不
在
が
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
先

年
」「
伏
見
」
で
雨
に
混
じ
っ
て
降
っ
た
白
い
毛
よ
り
も
、「
今
度
」
の
毛
が
白
い

と
比
較
し
て
い
る
た
め
、
京
都
あ
る
い
は
伏
見
滞
在
が
判
明
す
る
。
黒
田
忠
之
の

「
大
船
」
建
造
の
件
は
、
翌
寛
永
三
年
、
利
直
が
徳
川
秀
忠
に
供
奉
し
て
上
洛
中

に
入
手
し
た
情
報
で
あ
ろ
う
。〔
史
料
16
〕
は
、
寛
永
三
年
に
比
定
さ
れ
る
。

史
料
に
は
、「
作
事
な（

何

程

）

に
ほ
と
出
来
候
や
、
せ（

精

）い
を
入
候
へ
と
可
申
候
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
寛
永
三
年
五
月
、
大
工
喜
兵
衛
が
指
示
を
受
け
た
「
広
間
」
と

「
や（

櫓

）

く
ら
」
の
作
事
を
督
励
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
２
　
寛
永
五
年
の
門
の
作
事

次
の
史
料
は
、
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）、
江
戸
在
府
中
の
利
直
に
代
わ
り
、

留
守
居
の
利
康
が
発
給
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
史
料
17
〕
寛
永
五
年
三
月
六
日

　
南
部
利
康
黒
印
状

�

一	

、
五
拾
本

　
御
門
戸（

扉

）

ひ
ら
、
長
サ
弐
間
、
は（

幅

）ゝ五
寸
四
方
、
栗
、
一
、
拾
五

本
　
た（

垂

）る
木
、
長
サ
弐
間
壱
尺
、
末
口
壱
尺
廻
り
、
松
、　
〆
六
拾
五
本
、

今
日
中

ニ
早
々
取
上
可
申
候
也
、

　
　
　
　
　
寛
永
五
年
三
月
六
日
（
黒

（
南
部
利
康
）

印
）

	

野
田
掃（

直

親

）

部
助

　
　
　

利
康
は
、
財
政
を
担
当
す
る
野
田
直
親
に
対
し
て
、「
御
門
戸（

扉

）

ひ
ら
」
の
材
木

と
「
た（

垂

）る
木
」
の
調
達
を
命
じ
て
い
る
。「
御
門
」
の
文
言
と
、
元
和
期
以
来
、

利
康
の
居
所
が
三
戸
城
で
あ
る
こ
と
を
合
せ
考
え
れ
ば
、「
御
門
」
と
は
三
戸
城

の
門
と
判
断
さ
れ
る
。
五
〇
本
と
い
う
数
量
の
多
さ
、
幅
五
寸
四
方
の
栗
材
、
ま

た
屋
根
の
製
作
に
用
い
ら
れ
る
「
た（

垂

）る
木
」
を
「
御
門
」
の
用
材
と
す
れ
ば
、
場

所
は
未
詳
で
あ
る
も
の
の
、
三
戸
城
内
の
「
御
門
」
の
建
造
と
考
え
ら
れ
る
。

一
二



〔
史
料
18
〕
寛
永
六
年
十
二
月
十
三
日

　
南
部
利
直
伝
馬
手
形

�

　
　
　
以
上
、

　
三
戸
へ
大

（
梅
内
大
蔵
院
）

蔵
帰
し
候
間
、
伝
馬
弐
疋
、
如
此
書
付
之
出
し
可
申
候
也
、

　
寛
永
六
年

　
　
極
月
十
三
日
（
黒

（
南
部
利
直
）

印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
盛
岡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沼
宮
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
田
市

　
　
　
以
上
、

右
の
史
料
は
、「
帰
し
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
利
直
が
こ
の
伝
馬
手
形
の
発
給

時
、盛
岡
藩
領
最
南
端
の
支
城
で
あ
る
花
巻
城
に
お
り
、そ
こ
か
ら
大
蔵
院
を
「
三

戸
」
に
帰
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

八
日
前
の
寛
永
六
年
十
二
月
五
日
、
利
直
は
大
蔵
院
に
対
し
て
、
居
所
の
三
戸

梅
内
村
に
お
い
て
知
行
を
給
与
し
て
い
る
た
め
、

�
同
日
ま
で
の
在
国
が
確
か
め

ら
れ
る
。
ま
た
、
翌
七
年
三
月
六
日
の
江
戸
在
府
が
確
認
さ
れ
る
た
め
、

�
同
年

一
月
か
二
月
の
江
戸
参
府
が
推
定
さ
れ
る
。
寛
永
六
年
十
二
月
五
日
当
時
、
利
直

は
三
戸
城
に
お
り
、
そ
の
後
ま
も
な
く
し
て
江
戸
参
府
の
た
め
大
蔵
院
を
伴
っ
て

三
戸
城
を
出
立
、
花
巻
城
に
到
着
後
の
同
十
三
日
に
大
蔵
院
を
三
戸
に
帰
し
、
自

ら
は
江
戸
に
上
っ
て
二
月
上
旬
頃
に
参
着
、
以
上
の
こ
と
が
〔
史
料
18
〕
か
ら
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
寛
永
六
年
の
在
国
時
、
利
直
が
、
三
戸
城
を
居
所
に
し

て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
　
　
３
　
寛
永
七
年
の
「
御
す
へ
」

〔
史
料
19
〕
寛
永
七
年
三
月
二
十
九
日

　
南
部
利
直
書
状
写

�

　
　
　	

尚
々
、（
中
略
）
其
方
事
、
十
二
日

ニ

よ
う
〳
〵
三
戸（

カ
）

へ
下
り
、

む（

娘

方

）

す
め
か
た
へ
も
出
、
ふ（

不

断

）

た
ん
御
す（

末

）へ
ニ

居
候
て
、
御
さ（

寂

）ひ
し
き
時
ハ
、

う（

歌

）た
ひ
な（

慰

）

く
さ
め
申
よ（

由

）し
喜

ニ
候
、（
中
略
）
此
方
お（

御

上

）

う
へ
へ
正
月
之

元
日
ゆ（

祝

）わ
い

ニ
こ（

越
）

へ
候
、
其
後
四
日

ニ
山（

南
部
重
直
）

し
ろ
な（

内

儀

）

い
義
、
礼

ニ
被
越
、

そ
れ

ニ
あ（

会
）ひ

ニ
お（

御

上

）

う
へ
へ
越
候
、
其
後
今

ニ
お（

御

上

）

う
へ
へ
も
不
越
候
、（
中

略
）
已
上
、

十
五
日
之
文
、
廿
七
日
食
す（

過

）き
ニ

参
候
、（
中
略
）
ひ（

姫

子

）

め
こ
、
二
月
十
二
日

ニ

そ（

其

元

）

こ
も
と
へ
下
り
、
十
五
日

ニ
あ（

会
）ひ

、
御
さ（

寂

）

ひ
し
く
候
と（

時

）き
ハ
、
御
す（

末

）へ
ニ

て

う（

歌

）た
ひ
な（

慰

）

く
さ
め
申
よ（

由

）し
、
よ（

喜

）

ろ
こ
ひ

ニ
候
、
ふ（

福

岡

）

く
お
か
の
か
ゝ
も
、
正
月

す（

末

）へ
其
元
へ
参
候
よ（

由

）し
、
よ（

良
）

き
事

ニ
候
、
た（

鷹

野

）

か
の

ニ
ゆ
る
〳
〵
と
居
候
処

ニ
、

わ（

若

狭

）

か
さ
の
御
ぜ（

前

）ん
様
御
は（

果
）

て
候

ニ

付
て
、
に（

俄

）

わ
か

ニ

か（

帰

）へ
り
候
、
そ
れ

ニ

付

而
、
昨
日
迄
御
し（

城

）ろ
へ
之
出
仕
も
な
く
候
へ
而
、
昨
日
御
本
丸
へ
御
め（

目

見

）

ミ
へ
な

く
候
、
明
日
者
、
御
に（

西

）し
ノ
丸
お（

表

）

も
て
へ
な（

成
）ら

せ
ら
れ
へ
き
と
い（

言
）ひ

候
、
左
候

ハ
ゝ
彦（

南
部
利
康
）

八
郎
御
い（

暇

）

と
ま
時
分
次
第
、
申
く（

下

）た
す
へ
く
候
、（
中
略
）

　
　
　
　
　
三（

寛
永
七
年
）

月
廿
九
日

　
と（

南
部
利
直
）

し
直

　
　
　
　
　
　
お
ち
か
た
へ

右
の
利
直
書
状
の
年
代
は
、「
た（

鷹

野

）

か
の

ニ
ゆ
る
〳
〵
と
居
候
処

ニ
、
わ（

若

狭

）

か
さ
の

御
ぜ（

前

）ん
様
御
は（

果
）て

候
ニ

付
て
、
に（

俄

）

わ
か

ニ
か（

帰

）へ
り
候
」
の
部
分
に
よ
り
比
定
で
き

一
三

元
和
・
寛
永
前
期
の
三
戸
城

　─ 

南
部
利
直
の
移
徙
と
普
請
・
作
事 

─



め
、
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

三
戸
城
跡
は
、
平
成
十
六
年
（
二
〇
〇
四
）
度
か
ら
三
戸
町
教
育
委
員
会
に
よ

り
本
格
的
な
学
術
調
査
が
始
め
ら
れ
、

�
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）
度
に
は

国
史
跡
指
定
へ
向
け
て
「
三
戸
城
跡
保
存
整
備
検
討
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
た
。

こ
の
取
り
組
み
の
な
か
で
、
重
臣
屋
敷
や
「
本
丸
」
等
の
発
掘
が
行
な
わ
れ
、
ま

た
「
大
御
門
」
の
礎
石
・
石
垣
、「
谷
丸
」
付
近
の
石
垣
な
ど
、
大
き
な
発
見
が

相
次
い
で
い
る
。
今
後
は
、
こ
う
し
た
考
古
学
上
の
成
果
と
歴
史
学
を
結
合
さ
せ

た
分
析
が
望
ま
れ
る
。

〔
注
〕

⑴
　
「
元
和
五
年
」
説
は
『
盛
岡
砂
子
』（『
南
部
叢
書
（
一
）』
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
〇
年
、
三
八
五

～
三
八
六
頁
）、「
岩
手
県
立
図
書
館
所
蔵
」『
宝
譜
伝
萬
茎
』、「
元
和
年
中
」
説
は
「
新
田
恵
美

子
氏
所
蔵
」『
新
田
家
伝
記
』（『
青
森
県
史

　
資
料
編

　
中
世
１

　
南
部
氏
関
係
資
料
』
青
森
県
、

二
〇
〇
四
年
、
四
八
四
、三
〇
八
頁
、
以
下
同
書
は
『
青
森
県
史

　
中
世
１
』
と
略
記
）、「
寛
永

の
始
頃
」
説
は
「
も
り
お
か
歴
史
文
化
館
所
蔵
」『
三
戸
御
古
城
之
図
』（『
青
森
県
史

　
中
世
１
』

口
絵
写
真
）、「
寛
永
之
頃
」
説
は
『
郷
村
古
實
見
聞
記
』（『
南
部
叢
書
（
四
）』
歴
史
図
書
社
、

一
九
七
一
年
、
一
一
二
頁
）。

⑵
　
三
戸
城
へ
の
移
転
に
つ
い
て
は
、「
利
直
が
在
城
し
た
と
推
定
さ
れ
る
元
和
６
年
～
９
年

（
１
６
２
０
～
２
３
）
の
こ
ろ
」（
小
井
田
幸
哉
『
三
戸
城

　
改
訂
版
』
三
戸
町
観
光
協
会
、
初
版

一
九
六
五
年
、
一
二
頁
）、「
元
和
年
中
（
一
六
一
五
─
二
四
）
の
盛
岡
の
水
害
時
に
は
当
城
が
一

時
居
城
と
な
り
（
盛
岡
砂
子
）、
寛
永
初
年
頃
に
も
居
城
と
し
て
使
わ
れ
た
」（『
日
本
歴
史
地
名
大

系
２

　
青
森
県
の
地
名
』
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
、
六
一
頁
）
と
、
記
述
さ
れ
て
き
た
。
近
世
の

歴
史
書
に
も
と
づ
く
推
定
で
、
現
段
階
で
も
近
世
三
戸
城
に
対
す
る
認
識
は
、
こ
の
段
階
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。

⑶
　
〔
図
１
〕
の
出
典
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。『
岩
手
県
戦
国
期
文
書

　
Ⅰ
』（
岩
手
県
教
育
委
員

会
、
一
九
八
二
年
）、『
新
訂
増
補

　
國
史
大
系

　
第
三
十
九
巻

　
徳
川
實
紀

　
第
二
篇
』（
吉
川

弘
文
館
、
一
九
六
四
年
）、「
岩
手
県
立
図
書
館
所
蔵
」『
宝
翰
類
聚
』（『
青
森
県
史

　
中
世
１
』）、

『
青
森
県
史

　
資
料
編

　
近
世
１

　
近
世
北
奥
の
成
立
と
北
方
世
界
』（
青
森
県
、
二
〇
〇
一
年
）、

「
も
り
お
か
歴
史
文
化
館
所
蔵
」『
系
胤
譜
考
』、『
新
編
八
戸
市
史

　
中
世
資
料
編
』（
八
戸
市
、

二
〇
一
四
年
、
以
下
『
新
編
八
戸
市
史
』
と
略
記
）、『
新
訂

　
本
光
國
師
日
記
』（
第
三
～
六
、
続

群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
八
～
一
九
七
一
年
）、『
南
部
藩

　
参
考
諸
家
系
図
』（
第
一
～
五
巻
、

国
書
刊
行
会
、
一
九
八
四
～
一
九
八
五
年
）、『
大
日
本
近
世
史
料

　
細
川
家
史
料
一
』（
東
京
大
学

史
料
編
纂
所
、
一
九
六
九
年
）、『
聞
老
遺
事
』（『
南
部
叢
書
（
二
）』
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
〇
年
）。

⑷
　
『
宝
翰
類
聚
』（『
青
森
県
史

　
中
世
１
』
六
七
五
―
一
〇
三
）。
な
お
、
本
稿
で
用
い
る
同
書
所
収

史
料
の
様
式
・
文
字
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
原
本
の
写
真
で
校
正
し
た
。

⑸
　
『
系
胤
譜
考
』。

⑹
　
『
南
部
藩

　
参
考
諸
家
系
図

　
第
一
巻
』
一
九
二
頁
。

⑺
　
「
神
武
男
氏
所
蔵
文
書
」（『
岩
手
県
戦
国
期
文
書

　
Ⅰ
』
一
〇
七
）。

⑻
　
「
も
り
お
か
歴
史
文
化
館
所
蔵
」（『
岩
手
県
戦
国
期
文
書

　
Ⅰ
』
二
八
三
）。
な
お
、
様
式
・
文
字

に
つ
い
て
は
、
同
書
の
巻
末
掲
載
写
真
に
よ
り
校
正
し
た
。

⑼
　
「
岩
手
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
・
浜
田
文
書
」。

⑽
　
『
南
部
藩

　
参
考
諸
家
系
図

　
第
一
巻
』
三
三
二
頁
、『
陸
奥
盛
岡
南
部
家
譜
』（
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
所
蔵
）
な
ど
。
な
お
、
利
直
は
書
状
で
、
利
康
の
幼
名
を
「
さ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

⑾
　
慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）
の
江
戸
普
請
時
の
石
垣
築
造
に
つ
い
て
、「
百
人
持
之
石
」
が
記
さ
れ

て
い
る
（『
史
籍
雑
纂

　
當
代
記
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
五
年
、
九
五
頁
）。

⑿
　
「
四
戸
久
助
氏
所
蔵
文
書
」（『
岩
手
県
戦
国
期
文
書

　
Ⅰ
』
二
七
九
）。
な
お
、
本
史
料
は
、
「
も

り
お
か
歴
史
文
化
館
所
蔵
」（『
國
統
大
年
普
』）
で
校
正
し
た
。

⒀
　
「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
」（『
新
編
八
戸
市
史
』
八
七
六
）。

⒁
　
『
新
編
八
戸
市
史

　
通
史
編
Ⅰ

　
原
始
・
古
代
・
中
世
』（
八
戸
市
、
二
〇
一
五
年
、
第
四
章
〈
筆

者
執
筆
担
当
〉）
五
〇
六
～
五
〇
八
頁
。

⒂
　
後
掲
〔
史
料
19
〕
寛
永
七
年
三
月
二
十
九
日
・
南
部
利
直
書
状
写
の
尚
々
書
に
よ
れ
ば
、
利
直
の
嫡

子
と
し
て
当
時
江
戸
在
府
中
の
南
部
重
直
（
山
城
守
）
の
居
所
が
、「
お
う
へ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

⒃
　
『
系
胤
譜
考
』。

⒄
　
「
三
戸
町
所
蔵
」。
本
絵
図
に
描
か
れ
て
い
る
三
戸
城
内
の
屋
敷
割
は
、
近
年
の
同
城
跡
の
発
掘
や

現
地
調
査
の
結
果
、
か
な
り
正
確
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
（『
三
戸
町
埋
蔵
文
化

財
調
査
報
告
書

　
第
13
集

　
三
戸
城
跡

　
―
平
成
16
～
25
年
度

　
調
査
報
告
―
』
三
戸
町
教
育
委

員
会
、
二
〇
一
四
年
）。

⒅
　
元
和
・
寛
永
前
期
の
奥
瀬
家
の
当
主
は
、〔
史
料
７
〕
の
宛
所
「
奥
瀬
内
蔵
」（
直
定
）
で
あ
り
、

「
与
七
郎
」
は
直
定
の
前
当
主
重
賢
に
比
定
さ
れ
る
（『
南
部
藩

　
参
考
諸
家
系
図

　
第
一
巻
』

三
九
六
～
三
九
七
頁
）。
本
絵
図
に
記
さ
れ
て
い
る
人
名
（
仮
名
）
は
、
不
正
確
な
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

一
五

元
和
・
寛
永
前
期
の
三
戸
城

　─ 

南
部
利
直
の
移
徙
と
普
請
・
作
事 

─

る
。
金
地
院
崇
伝
の
日
記
『
本
光
國
師
日
記
』
寛
永
七
年
三
月
四
日
条
に
は
「
戌

之
刻
、
若
狭
之
姫
君
様
、
御
遠
行
」、
同
三
月
十
四
日
条
に
は
「
若
狭
之
御
前
様

御
葬
礼
、
小
石
川
於
伝
通
院
有
之
、
同
日
午
時
、
諷
経

ニ
御
越
候
也
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。「
若
狭
之
御
前
様
」
と
は
、
徳
川
秀
忠
の
四
女
初
の
こ
と
で
、
京
極
忠

高
（
若
狭
守
）
の
正
妻
と
な
り
、
寛
永
七
年
三
月
四
日
に
没
し
た
。

�
〔
史
料

19
〕
が
記
す
「
わ（

若

狭

）

か
さ
の
御
ぜ（

前

）ん
様
」
と
は
、『
本
光
國
師
日
記
』
が
記
す
「
若

狭
之
御
前
様
」（
初
）
そ
の
人
で
あ
る
。

『
本
光
國
師
日
記
』
寛
永
七
年
三
月
六
日
条
に
、「
南
部
信（

利
直
）濃

殿
、
馬
場
よ
り
四

月（
日
）之

日
付

ニ
て
状
来
、（
中
略
）
若（

京
極
忠
高
）

州
御
前
様
之
義
申
遺
ス
」
と
あ
る
。
在
府
の

利
直
は
、
馬
場
で
鷹
狩
り
の
最
中
に
、
金
地
院
崇
伝
の
書
状
で
初
の
死
を
知
っ
た

こ
と
に
な
る
。〔
史
料
19
〕
の
年
代
は
、
寛
永
七
年
で
あ
る
。

宛
所
の
「
お
ち
」
と
は
、
利
直
の
親
族
と
推
定
さ
れ
る
。「
彦（

南
部
利
康
）

八
郎
御
い（

暇

）

と
ま

時
分
次
第
、
申
く（

下

）た
す
へ
く
候
」
と
、
三
戸
城
を
居
所
と
す
る
南
部
利
康
が
江

戸
か
ら
帰
国
す
る
旨
を
報
じ
て
い
る
た
め
、「
お
ち
」
は
当
時
三
戸
城
に
滞
在
中

で
あ
っ
た
考
え
ら
れ
る
。
城
内
に
は
彼
女
ら
が
「
御
さ（

寂

）

ひ
し
き
時
ハ
、
う（

歌

）た
ひ

な（

慰

）

く
さ
め
」
る
、
お
そ
ら
く
女
性
だ
け
が
出
入
り
す
る
「
御
す（

末

）へ
」
が
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。『
二（

三
）戸

郡
三
戸
御
古
城
御
縄
張
測
量
之
図
』（〔
図
３
〕）
に
は
、
本

丸
に
「
御
末
」
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
ま
と
め

本
稿
は
、
居
城
を
盛
岡
城
か
ら
三
戸
城
へ
移
転
さ
せ
た
年
代
と
、
こ
れ
に
と
も

な
う
普
請
・
作
事
の
過
程
を
、
お
も
に
同
時
代
史
料
の
南
部
利
直
書
状
か
ら
明
ら

か
に
し
た
。

三
戸
城
の
普
請
の
「
鍬
初
」
は
元
和
元
年
と
推
定
さ
れ
、
同
四
年
に
は
一
定
の

施
工
が
完
了
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
普
請
と
は
、
石
垣
の
築
造
の
こ
と
で
、

根
石
・
土
手
・
雁
木
・
栗
石
・
角
石
な
ど
、
高
度
な
技
術
が
導
入
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
複
数
名
の
「
普
請
奉
行
」
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
三
〇
人
を
単
位
と
す
る
集

団
（「
同
心
」）
が
配
属
さ
れ
て
い
た
。
元
和
・
寛
永
前
期
、
盛
岡
藩
領
各
所
の
城

郭
で
行
な
わ
れ
て
い
た
石
垣
普
請
に
は
、
給
人
や
「
百
人
組
」
ら
を
派
遣
し
合
う

シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
た
技
術
と
集
団
が
、
三

戸
城
の
石
垣
普
請
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
石
垣
普
請
に
精
通
し
た
南
部
利
直
が
、

こ
れ
を
組
織
的
に
指
揮
し
て
い
た
。

石
垣
普
請
を
踏
ま
え
、
元
和
五
年
に
は
重
臣
妻
子
の
三
戸
城
内
へ
の
居
住
が
行

な
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
翌
六
年
十
二
月
二
十
一
日
、
利
直
の
移
徙
が
行
な
わ
れ
、

以
後
寛
永
七
年
三
月
ま
で
、
三
戸
城
が
利
直
・
利
康
父
子
の
居
所
で
あ
っ
た
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
。

三
戸
城
移
徙
後
の
翌
元
和
七
年
か
ら
、
利
直
は
作
事
の
指
示
を
出
し
始
め
た
。

同
年
、
黄
金
橋
の
擬
宝
珠
の
鋳
造
が
行
な
わ
れ
、
同
九
年
に
架
橋
が
完
了
し
た
。

ま
た
、
寛
永
三
年
ま
で
に
、
東
氏
の
屋
敷
と
そ
の
縁
辺
部
の
土
塁
が
完
成
す
る
と

と
も
に
、
同
年
か
ら
は
、
本
丸
の
広
間
お
よ
び
櫓
の
作
事
と
、
東
氏
屋
敷
下
の
清

水
の
造
成
が
始
め
ら
れ
た
。
同
五
年
に
は
「
御
門
」
の
建
造
が
行
な
わ
れ
、
同
七

年
に
は
御
末
の
建
造
が
済
ん
で
い
た
。
寛
永
七
年
ま
で
に
、
城
内
各
所
の
作
事
は

完
成
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

以
上
が
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
内
容
で
あ
る
。
な
お
、
寛
永
七
年
三
月
以
降

の
三
戸
城
の
動
向
や
、
次
の
居
城
と
さ
れ
る
郡
山
城
（
現
岩
手
県
紫
波
町
）・
盛

岡
城
へ
の
移
転
年
代
等
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
史
料
が
ほ
と
ん
ど
現
存
し
な
い
た

一
四



め
、
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

三
戸
城
跡
は
、
平
成
十
六
年
（
二
〇
〇
四
）
度
か
ら
三
戸
町
教
育
委
員
会
に
よ

り
本
格
的
な
学
術
調
査
が
始
め
ら
れ
、

�
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）
度
に
は

国
史
跡
指
定
へ
向
け
て
「
三
戸
城
跡
保
存
整
備
検
討
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
た
。

こ
の
取
り
組
み
の
な
か
で
、
重
臣
屋
敷
や
「
本
丸
」
等
の
発
掘
が
行
な
わ
れ
、
ま

た
「
大
御
門
」
の
礎
石
・
石
垣
、「
谷
丸
」
付
近
の
石
垣
な
ど
、
大
き
な
発
見
が

相
次
い
で
い
る
。
今
後
は
、
こ
う
し
た
考
古
学
上
の
成
果
と
歴
史
学
を
結
合
さ
せ

た
分
析
が
望
ま
れ
る
。

〔
注
〕

⑴
　
「
元
和
五
年
」
説
は
『
盛
岡
砂
子
』（『
南
部
叢
書
（
一
）』
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
〇
年
、
三
八
五

～
三
八
六
頁
）、「
岩
手
県
立
図
書
館
所
蔵
」『
宝
譜
伝
萬
茎
』、「
元
和
年
中
」
説
は
「
新
田
恵
美

子
氏
所
蔵
」『
新
田
家
伝
記
』（『
青
森
県
史

　
資
料
編

　
中
世
１

　
南
部
氏
関
係
資
料
』
青
森
県
、

二
〇
〇
四
年
、
四
八
四
、三
〇
八
頁
、
以
下
同
書
は
『
青
森
県
史

　
中
世
１
』
と
略
記
）、「
寛
永

の
始
頃
」
説
は
「
も
り
お
か
歴
史
文
化
館
所
蔵
」『
三
戸
御
古
城
之
図
』（『
青
森
県
史

　
中
世
１
』

口
絵
写
真
）、「
寛
永
之
頃
」
説
は
『
郷
村
古
實
見
聞
記
』（『
南
部
叢
書
（
四
）』
歴
史
図
書
社
、

一
九
七
一
年
、
一
一
二
頁
）。

⑵
　
三
戸
城
へ
の
移
転
に
つ
い
て
は
、「
利
直
が
在
城
し
た
と
推
定
さ
れ
る
元
和
６
年
～
９
年

（
１
６
２
０
～
２
３
）
の
こ
ろ
」（
小
井
田
幸
哉
『
三
戸
城

　
改
訂
版
』
三
戸
町
観
光
協
会
、
初
版

一
九
六
五
年
、
一
二
頁
）、「
元
和
年
中
（
一
六
一
五
─
二
四
）
の
盛
岡
の
水
害
時
に
は
当
城
が
一

時
居
城
と
な
り
（
盛
岡
砂
子
）、
寛
永
初
年
頃
に
も
居
城
と
し
て
使
わ
れ
た
」（『
日
本
歴
史
地
名
大

系
２

　
青
森
県
の
地
名
』
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
、
六
一
頁
）
と
、
記
述
さ
れ
て
き
た
。
近
世
の

歴
史
書
に
も
と
づ
く
推
定
で
、
現
段
階
で
も
近
世
三
戸
城
に
対
す
る
認
識
は
、
こ
の
段
階
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。

⑶
　
〔
図
１
〕
の
出
典
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。『
岩
手
県
戦
国
期
文
書

　
Ⅰ
』（
岩
手
県
教
育
委
員

会
、
一
九
八
二
年
）、『
新
訂
増
補

　
國
史
大
系

　
第
三
十
九
巻

　
徳
川
實
紀

　
第
二
篇
』（
吉
川

弘
文
館
、
一
九
六
四
年
）、「
岩
手
県
立
図
書
館
所
蔵
」『
宝
翰
類
聚
』（『
青
森
県
史

　
中
世
１
』）、

『
青
森
県
史

　
資
料
編

　
近
世
１

　
近
世
北
奥
の
成
立
と
北
方
世
界
』（
青
森
県
、
二
〇
〇
一
年
）、

「
も
り
お
か
歴
史
文
化
館
所
蔵
」『
系
胤
譜
考
』、『
新
編
八
戸
市
史

　
中
世
資
料
編
』（
八
戸
市
、

二
〇
一
四
年
、
以
下
『
新
編
八
戸
市
史
』
と
略
記
）、『
新
訂

　
本
光
國
師
日
記
』（
第
三
～
六
、
続

群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
八
～
一
九
七
一
年
）、『
南
部
藩

　
参
考
諸
家
系
図
』（
第
一
～
五
巻
、

国
書
刊
行
会
、
一
九
八
四
～
一
九
八
五
年
）、『
大
日
本
近
世
史
料

　
細
川
家
史
料
一
』（
東
京
大
学

史
料
編
纂
所
、
一
九
六
九
年
）、『
聞
老
遺
事
』（『
南
部
叢
書
（
二
）』
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
〇
年
）。

⑷
　
『
宝
翰
類
聚
』（『
青
森
県
史

　
中
世
１
』
六
七
五
―
一
〇
三
）。
な
お
、
本
稿
で
用
い
る
同
書
所
収

史
料
の
様
式
・
文
字
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
原
本
の
写
真
で
校
正
し
た
。

⑸
　
『
系
胤
譜
考
』。

⑹
　
『
南
部
藩

　
参
考
諸
家
系
図

　
第
一
巻
』
一
九
二
頁
。

⑺
　
「
神
武
男
氏
所
蔵
文
書
」（『
岩
手
県
戦
国
期
文
書

　
Ⅰ
』
一
〇
七
）。

⑻
　
「
も
り
お
か
歴
史
文
化
館
所
蔵
」（『
岩
手
県
戦
国
期
文
書

　
Ⅰ
』
二
八
三
）。
な
お
、
様
式
・
文
字

に
つ
い
て
は
、
同
書
の
巻
末
掲
載
写
真
に
よ
り
校
正
し
た
。

⑼
　
「
岩
手
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
・
浜
田
文
書
」。

⑽
　
『
南
部
藩

　
参
考
諸
家
系
図

　
第
一
巻
』
三
三
二
頁
、『
陸
奥
盛
岡
南
部
家
譜
』（
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
所
蔵
）
な
ど
。
な
お
、
利
直
は
書
状
で
、
利
康
の
幼
名
を
「
さ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

⑾
　
慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）
の
江
戸
普
請
時
の
石
垣
築
造
に
つ
い
て
、「
百
人
持
之
石
」
が
記
さ
れ

て
い
る
（『
史
籍
雑
纂

　
當
代
記
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
五
年
、
九
五
頁
）。

⑿
　
「
四
戸
久
助
氏
所
蔵
文
書
」（『
岩
手
県
戦
国
期
文
書

　
Ⅰ
』
二
七
九
）。
な
お
、
本
史
料
は
、
「
も

り
お
か
歴
史
文
化
館
所
蔵
」（『
國
統
大
年
普
』）
で
校
正
し
た
。

⒀
　
「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
」（『
新
編
八
戸
市
史
』
八
七
六
）。

⒁
　
『
新
編
八
戸
市
史

　
通
史
編
Ⅰ

　
原
始
・
古
代
・
中
世
』（
八
戸
市
、
二
〇
一
五
年
、
第
四
章
〈
筆

者
執
筆
担
当
〉）
五
〇
六
～
五
〇
八
頁
。

⒂
　
後
掲
〔
史
料
19
〕
寛
永
七
年
三
月
二
十
九
日
・
南
部
利
直
書
状
写
の
尚
々
書
に
よ
れ
ば
、
利
直
の
嫡

子
と
し
て
当
時
江
戸
在
府
中
の
南
部
重
直
（
山
城
守
）
の
居
所
が
、「
お
う
へ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

⒃
　
『
系
胤
譜
考
』。

⒄
　
「
三
戸
町
所
蔵
」。
本
絵
図
に
描
か
れ
て
い
る
三
戸
城
内
の
屋
敷
割
は
、
近
年
の
同
城
跡
の
発
掘
や

現
地
調
査
の
結
果
、
か
な
り
正
確
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
（『
三
戸
町
埋
蔵
文
化

財
調
査
報
告
書

　
第
13
集

　
三
戸
城
跡

　
―
平
成
16
～
25
年
度

　
調
査
報
告
―
』
三
戸
町
教
育
委

員
会
、
二
〇
一
四
年
）。

⒅
　
元
和
・
寛
永
前
期
の
奥
瀬
家
の
当
主
は
、〔
史
料
７
〕
の
宛
所
「
奥
瀬
内
蔵
」（
直
定
）
で
あ
り
、

「
与
七
郎
」
は
直
定
の
前
当
主
重
賢
に
比
定
さ
れ
る
（『
南
部
藩

　
参
考
諸
家
系
図

　
第
一
巻
』

三
九
六
～
三
九
七
頁
）。
本
絵
図
に
記
さ
れ
て
い
る
人
名
（
仮
名
）
は
、
不
正
確
な
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

一
五

元
和
・
寛
永
前
期
の
三
戸
城

　─ 

南
部
利
直
の
移
徙
と
普
請
・
作
事 

─



－82－

一
七

⒆
　
「
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
史
研
究
室
所
蔵
・
鬼
柳
文
書
65
」。
な
お
、本
史
料
は
、『
史

料
が
語
る
和
賀
氏
の
時
代
』（
北
上
市
立
博
物
館
、
二
〇
一
二
年
、
三
二
頁
）
掲
載
写
真
に
よ
り
翻

刻
。

⒇
　
鬼
柳
義
満
は
、寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
に
鹿
角
郡
の
「
道
橋
」
の
修
繕
を
、正
保
四
年
（
一
六
四
七
）

に
は
岩
手
郡
沼
宮
内
周
辺
の
「
道
橋
つ
く
ろ
い
御
目
付
」
を
担
当
し
て
い
る
（
前
掲
注
⒆
『
史
料

が
語
る
和
賀
氏
の
時
代
』
四
七
～
四
八
頁
、
五
五
頁
）。

�
　
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
九
月
十
九
日
・
南
部
利
直
黒
印
状
（「
岩
手
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
・
浜

田
文
書
」『
岩
手
県
戦
国
期
文
書

　
Ⅰ
』
一
三
八
）、
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
六
月
十
一
日
・
桜

庭
直
綱
・
野
田
直
盛
・
小
笠
原
直
吉
連
署
書
状
（『
北
上
市
史

　
第
四
巻

　
近
世
⑵
』
北
上
市
史
刊

行
会
、
一
九
七
三
年
、
一
一
三
）。

�
　
「
三
戸
町
所
蔵
・
県
重
宝

　
青
銅
擬
宝
珠
」（『
青
森
県
の
文
化
財
』
青
森
県
教
育
委
員
会
、

一
九
九
七
年
、
一
六
二
頁
）
掲
載
写
真
に
よ
り
翻
刻
。

�
　
「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
」『
三
翁
昔
語
』（『
新
編
八
戸
市
史
』
八
八
一
）。

�
　
「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
」（『
新
編
八
戸
市
史
』
九
二
二
）。

�
　
『
宝
翰
類
聚
』（『
青
森
県
史

　
中
世
１
』
六
七
五
―
五
二
）。

�
　
「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
」（『
新
編
八
戸
市
史
』
九
二
五
）。

�
　
「
寛
永
二
年
極
月
二
十
五
日
・
南
部
利
康
黒
印
状
」（「
五
戸
町
図
書
館
所
蔵
・
木
村
文
書
」『
青
森

県
史

　
中
世
１
』
六
二
六
）、
後
掲
〔
史
料
14
〕
寛
永
三
年
二
月
二
十
五
日
・
南
部
利
康
黒
印
状
。

�
　
「
寛
永
四
年
三
月
十
七
日
・
南
部
利
直
知
行
目
録
」（「
南
部
光
徹
氏
所
蔵
文
書
」『
新
編
八
戸
市

史
』
九
〇
一
）。

�
　
前
掲
注
⒁
『
新
編
八
戸
市
史

　
通
史
編
Ⅰ

　
原
始
・
古
代
・
中
世
』
五
一
六
～
五
一
八
頁
。

�
　
「
岩
手
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
・
浜
田
文
書
」。

�
　
『
宝
翰
類
聚
』（『
青
森
県
史

　
中
世
１
』
六
七
五
―
三
五
）。

�
　
前
掲
注
⒁
『
新
編
八
戸
市
史

　
通
史
編

　
原
始
・
古
代
・
中
世
』
五
一
六
～
五
一
八
頁
。

�
　
元
和
・
寛
永
前
期
の
東
家
の
当
主
は
直
次
（
仮
名
「
彦
七
郎
」）
で
あ
り
、「
彦
左
衛
門
」
は
そ
の

父
直
義
で
あ
る
。
奥
瀬
氏
の
場
合
と
同
様
、
本
絵
図
の
人
名
（
仮
名
）
は
、
不
正
確
な
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

�
　
『
宝
翰
類
聚
』（『
青
森
県
史

　
中
世
１
』
六
七
五
―
三
四
）。

�
　
「
福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
」。

�
　
「
川
嶋
亮
太
氏
所
蔵
・
野
田
家
文
書
」（『
青
森
県
史

　
中
世
１
』
五
八
八
）。
な
お
、『
岩
手
県
史

　
第
五
巻

　
近
世
篇
２
』（
岩
手
県
、
一
九
六
三
年
、
一
七
八
頁
）
の
掲
載
写
真
に
よ
り
黒
印
（
南

部
利
康
）・
様
式
・
文
字
を
確
認
し
た
。

�
　
「
梅
内
家
文
書
」（『
新
編
八
戸
市
史
』
八
七
二
）。

�
　
「
戸
来
多
門
院
文
書
」（『
岩
手
県
戦
国
期
文
書

　
Ⅰ
』
二
三
二
）。

�
　
寛
永
七
年
三
月
四
日
、
南
部
利
直
は
江
戸
の
馬
場
で
鷹
狩
り
を
し
て
い
た
（
前
掲
注
⑶
『
新
訂

　

本
光
国
師
日
記
』
寛
永
七
年
三
月
六
日
条
）。
同
書
で
の
鷹
狩
り
に
つ
い
て
は
後
述
。

�
　
『
宝
翰
類
聚
』（『
青
森
県
史

　
中
世
１
』
六
七
五
―
三
八
）。

�
　
『
新
訂
増
補

　
国
史
大
系

　
第
三
十
九
巻

　
徳
川
實
紀
』
四
七
八
頁
。

�
　
前
掲
注
⒄
『
三
戸
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書

　
第
13
集

　
三
戸
城
跡

　
―
平
成
16
～
25
年
度

　

調
査
報
告
―
』。

［
付
記
］

　
　
三
戸
城
跡
の
現
状
お
よ
び
発
掘
成
果
、
絵
図
等
に
つ
い
て
、
三
戸
町
教
育
委
員
会
の
野
田
尚
志
氏

に
御
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。

一
六


